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平成３０年第２回砂川市議会定例会

平成３０年６月１３日（水曜日）第３号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 一般質問

日程第 ２ 議案第 ７号 砂川地区公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

日程第 ３ 議案第 ８号 砂川市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て

追加日程第１ 議案第 ９号 砂川市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第 ４ 報告第 ４号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告について

日程第 ５ 報告第 ５号 事務報告書の提出について

日程第 ６ 報告第 ６号 監査報告

報告第 ７号 例月出納検査報告

日程第 ７ 意見案第１号 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書について

意見案第２号 ライドシェアの推進に対する慎重な審議を求める意見書につ

いて

意見案第３号 ２０１９年度地方財政の充実・強化を求める意見書について

意見案第４号 ２０１８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について

意見案第５号 教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現、義

務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「子ど

もの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた

意見書について

閉会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 一般質問

多比良 和 伸 君

小 黒 弘 君

武 田 圭 介 君

日程第 ２ 議案第 ７号 砂川地区公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

日程第 ３ 議案第 ８号 砂川市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ
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て

追加日程第１ 議案第 ９号 砂川市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第 ４ 報告第 ４号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告について

日程第 ５ 報告第 ５号 事務報告書の提出について

日程第 ６ 報告第 ６号 監査報告

報告第 ７号 例月出納検査報告

日程第 ７ 意見案第１号 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書について

意見案第２号 ライドシェアの推進に対する慎重な審議を求める意見書につ

いて

意見案第３号 ２０１９年度地方財政の充実・強化を求める意見書について

意見案第４号 ２０１８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について

意見案第５号 教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現、義

務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「子ど

もの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた

意見書について

〇出席議員（１３名）

議 長 飯 澤 明 彦 君 副議長 水 島 美喜子 君

議 員 増 井 浩 一 君 議 員 多比良 和 伸 君

増 山 裕 司 君 中 道 博 武 君

佐々木 政 幸 君 武 田 真 君

武 田 圭 介 君 辻 勲 君

北 谷 文 夫 君 沢 田 広 志 君

小 黒 弘 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会教育長 髙 橋 豊

砂 川 市 監 査 委 員 栗 井 久 司

砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 関 尾 一 史
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２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 角 丸 誠 一

病 院 事 業 管 理 者 平 林 髙 之

総 務 部 長
熊 崎 一 弘

兼 会 計 管 理 者

総 務 部 審 議 監 近 藤 恭 史

市 民 部 長 峯 田 和 興

保 健 福 祉 部 長 中 村 一 久

経 済 部 長 福 士 勇 治

建 設 部 長 湯 浅 克 己

建 設 部 技 監 荒 木 政 宏

病 院 事 務 局 長 朝 日 紀 博

病 院 事 務 局 審 議 監 山 田 基

総 務 課 長 東 正 人

政 策 調 整 課 長 井 上 守

３．砂川市教育委員会教育長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 次 長 河 原 希 之

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 長 山 形 譲

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 熊 崎 一 弘

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 福 士 勇 治

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 和 泉 肇

事 務 局 次 長 川 端 幸 人

事 務 局 主 幹 山 崎 敏 彦

事 務 局 係 長 渡 部 秀 樹
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 飯澤明彦君 ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 一般質問

〇議長 飯澤明彦君 日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。

多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 （登壇） おはようございます。それでは、通告に基づきまして、一

般質問させていただきます。

大きな１、北海道電力奈井江発電所の休止に伴う影響について。北海道電力奈井江発電

所は平成３１年３月に休止となりますが、砂川発電所とともにこれまで多くの関連企業、

そして整備のための長期滞在者の受け入れ地としてこれまで砂川市はその役割を担ってき

ました。そこで、以下について伺います。

（１）市内の関連企業に及ぼす影響について。

（２）市内における宿泊、飲食業関係に及ぼす影響について。

（３）今後の対策について。

大きな２点目として、企業誘致の実績についてお伺いします。人口減少や若者の流出に

歯どめをかけるには雇用の拡大が非常に重要です。その中で、企業誘致についてはこれま

で何度も質問してきました。そこで、市はそれまでの制度から全道トップクラスの受け入

れ制度に充足し、今日に至ります。また、市長の政策による市内企業の応援策で雇用の拡

大を図ってまいりました。そこで、これまでの推移と成果等についてお伺いします。

（１）過去５年間における企業誘致と市内企業の応援策の実績について。

（２）過去５年間における生産年齢人口の推移について。

（３）企業誘致と雇用の拡大に向けた今後の取り組みについて。

大きな３点目、外国人労働者の実態について。市内企業においてベトナム人など外国人

労働者を受け入れる企業が見受けられるようになりました。そこで、以下についてお伺い

します。

（１）市内企業における外国人労働者の実態について。

（２）市は市内企業が外国人労働者を雇用しなければならない背景についてどのように

捉えているのか。

（３）外国人労働者を企業が受け入れるメリット、デメリットについて。

（４）外国人労働者を受け入れるための企業向けガイドラインの作成について。

（５）外国人労働者が市民に与える影響について。
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〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 （登壇） 初めに、大きな１、北海道電力奈井江発電所の休止

に伴う影響についてご答弁を申し上げます。

初めに、（１）市内の関連企業に及ぼす影響についてでありますが、関連企業といたし

ましては石炭を搬入する運搬企業、機械設備のメンテナンスを請け負っている企業、灰処

理、警備、除雪等を請け負っている企業などがありますが、全てにおいて少なからず影響

があるものと思われます。特に大きな影響を受ける企業といたしましては石炭を搬入する

運搬企業であり、最近では奈井江発電所も砂川発電所もフル稼働状態にあるため、全体の

納炭量の減少によりダンプ運転手の雇用に影響を及ぼすものと考えております。

続きまして、（２）市内における宿泊、飲食業関係に及ぼす影響についてでありますが、

飲食業関係につきましてはそれぞれの時期において従業員の宴会等の実施機会も減ること

から、影響はあるものと思われ、付随して宴会会場への移動や帰宅時に利用するタクシー

業界へも影響があるものと考えているところであります。また、旅館、ホテル等の宿泊関

係につきましては、奈井江発電所が休止になっても当面はメンテナンス等が続けられると

のことでありますが、昨年１２月に旅館、ホテル等７施設に聞き取り調査を行ったところ、

修理、工事関係の市外業者の定宿となっているところもあり、４施設において利用者の４

割から７割近くが北海道電力砂川発電所、奈井江発電所の関係者であるといった実態から、

その影響は大きなものがあるものと考えております。

続きまして、（３）今後の対策についてでありますが、市では現在インバウンド受け入

れ協議会が中心となって取り組みが進められている外国人観光客誘致にかかわる支援、観

光協会が主体的に実施している各種イベント開催への支援など、通過型観光から滞在型観

光にシフトを図り、観光客の誘致に向けた取り組みを強化し、宿泊観光客の増加につなげ

たいと考えているところであり、また売り上げを拡大したい、資金繰りを改善したい、事

業再生について相談したいなど経営者が抱える経営課題について、専門のスタッフが解決

策を一緒に考えてくれる中小企業庁が実施する北海道よろず支援拠点への橋渡しなどを行

ってまいりたいと考えております。

続きまして、大きな２、企業誘致活動と市内企業への応援策の推移と成果等についてご

答弁を申し上げます。

初めに、（１）過去５年間における企業誘致と市内企業の応援策の実施についてであり

ますが、企業誘致活動に関しましては、これまでに砂川市に進出した企業とその関連企業

及び公的機関等を定期的に訪問し、地域センター病院の指定を受ける市立病院を有するこ

とによる安心感、市民１人当たりの都市公園面積が日本一を誇る自然豊かな環境、砂川Ｓ

Ａスマートインターチェンジの開通による交通利便性の向上、お菓子のまちとしての認知

度の高まりなど、まちの特徴をＰＲするとともに、企業立地にかかわる土地、建物に係る

固定資産税、都市計画税の補助、用地及び建物取得に係る補助、市内居住者の新規雇用に
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対する補助や年間業務用水道料の補助など、道内トップレベルの優遇措置である企業振興

促進条例の周知と企業及び業界等における動向の情報収集などを行い、企業誘致に取り組

んでいるところであります。

また、市内企業の応援策に関しましては、市内企業の企業訪問を実施し、雇用状況や事

業拡大計画、取引先企業の動向などの情報収集を行い、また企業振興促進条例の周知を行

っているところであります。こうした活動の取り組みによる過去５年間の実績につきまし

ては、企業誘致に関しましては独自の誘致活動により進出した企業はございませんが、砂

川市への進出表明後に誘致企業と同様なサポートを行った企業として、平成２６年度に新

潟県から進出した大型量販店１社があるところであり、市内企業に関しましては平成２５

年度では事業拡大等による設備投資が４社、雇用拡大が２社あり、平成２６年度では雇用

拡大が２社、平成２７年度、２８年度は実績がございませんでしたが、平成２９年度では

事業拡大等による設備投資が２社となっているところであります。

続きまして、（２）過去５年間における生産年齢人口の推移についてでありますが、１

５歳以上６５歳未満の年齢に該当する人口、いわゆる生産年齢人口は、いずれも各年度末

の人口で平成２５年度は全人口の５５．４％に当たる１万１０５人、平成２６年度は全人

口の５４．１％に当たる９，６９５人、平成２７年度は全人口の５３．５％に当たる９，

４３１人、平成２８年度は全人口の５３．１％に当たる９，２３７人、平成２９年度は全

人口の５２．７％に当たる９，０６４人となっており、５年間では１，０４１人、１０．

３％の減となっており、全人口に対する割合で２．７ポイントの減となっているところで

あります。

続きまして、（３）企業誘致と雇用の拡大に向けた今後の取り組みについてであります

が、先ほどご答弁いたしました（１）の過去５年間における企業誘致実績及び（２）の生

産年齢人口の推移にあるように、その効果はあらわれておりませんが、企業誘致は人との

つながりを大切に保ちながら粘り強く地道に取り組んだ結果誘致につながるものと考えて

おりますので、これまでに砂川市に進出した企業とその関連企業及び公的機関等を定期的

に訪問するとともに、首都圏で行われる企業誘致セミナー等に積極的に参加し、砂川の企

業振興促進補助制度のＰＲや情報収集を行い、企業訪問先の新規開拓を図ってまいりたい

と考えているところであります。

続きまして、大きな３、外国人労働者の実態等についてご答弁を申し上げます。

初めに、（１）市内企業における外国人労働者の実態についてでありますが、ハローワ

ークへの外国人雇用状況の届け出件数でいいますと、外国人の雇用と外国人技能実習制度

の活用を含めた状況といたしましては、一般土木建築業、畜産農業の２業種、２事業所に

おいて、中国人３人、ベトナム人４人の合計７人の外国人が雇用もしくは技能実習を受け

ているところであります。

続きまして、（２）市は市内企業が外国人労働者を雇用しなければならない背景につい
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てどのように捉えているかについてでありますが、市では市内企業における人材不足や人

材定着、人材育成といった課題を解決するため、平成２８年度から地域の担い手となる労

働者の確保、雇用の創出、若者の定着を図ることを目的として、砂川高校の在校生を対象

としたジョブスタート事業を展開しておりますが、この事業の効果を検証するにはしばら

くの時間が必要なこともあり、市内企業においては人手不足と労働者の高齢化に対応する

ため、外国人の雇用を図っているものと捉えているところであります。

続きまして、（３）外国人労働者を企業が受け入れるメリット、デメリットについてで

ありますが、受け入れ企業側のメリットといたしましては、（２）の雇用しなければなら

ない背景についてでご答弁いたしましたが、人材不足と労働者の高齢化に対応できること

が挙げられると思いますし、受け入れ企業側のデメリットにつきましては、受け入れる場

合の課題として、人材バンクに登録されている外国人を雇用する場合、受け入れるまでに

現地で約６カ月程度の日本語等の教育を行い、さらに日本国内において１カ月程度日本語

教育のほか、風習やマナー等の教育が行われることが一般的で、雇用するまでに半年以上

の時間を要すること、また外国人労働者が理解しやすい業務マニュアル等を作成するなど

ストレスのかからない職場環境の整備や、福利厚生の観点から良好な住環境の提供などを

気にかけていかなければならないといったことなどが挙げられるところであります。

続きまして、（４）外国人労働者を受け入れるための企業向けガイドラインの作成につ

いてでありますが、現在のところ外国人労働者を受け入れるための企業向けガイドライン

は作成しておりませんが、厚生労働省において外国人雇用対策事業における受け入れ企業

に係る事業として、日本国内での就職を希望する外国人留学生と留学生の採用を検討して

いる企業のマッチングを総合的に支援する外国人留学生サポート事業や外国人労働者の雇

用管理に関する事業主からの相談に関し、その事業所の雇用管理の実態及び問題点を把握、

分析し、的確で効果的な改善策を提示するなど雇用環境の改善を行う外国人雇用管理アド

バイザー事業などの取り組みが行われておりますので、外国人労働者の受け入れを希望す

る企業に対して必要な情報の提供に努めてまいりたいと考えております。また、国におい

ては、人手不足が深刻な建築や農業、介護などの５業種を対象に、新たな在留資格を設け

ることや原則認めていなかった単純労働に門戸を開くなど、外国人労働者の受け入れ拡大

を表明しておりますので、国の動向を注視しながら情報収集に努めるとともに、情報の提

供に努めてまいりたいと考えているところであります。

続きまして、（５）外国人労働者が市民に与える影響についてでありますが、現在市内

に７人の外国人労働者がいる中で、外国人労働者は半年以上にわたって日本語や風習、マ

ナーなどといった教育を受けていることもあり、市民からの苦情等を聞いておりませんの

で、市民に与える影響はないものと考えているところであります。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 それでは、順次再質問させていただきたいと思います。
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まず、北海道電力奈井江発電所の休止に伴う市内の関連企業への影響というところなの

ですけれども、今ほど答弁にもありましたとおり、さまざまな関連企業というのが砂川市

内にあるということなのですが、具体的にどの程度市として押さえられているのかという

ところなのですが、私もいろいろお話を聞かせていただいたのですけれども、その中で建

設業者のところでは北電の構内に約１０名ほど会社から出向させているということで、そ

こでは主に石炭を粉砕するオペレーター業務というようなことだったのですけれども、そ

こが石炭等々がもう運ばれてこなくなるだろうということであるので、来年の３月には１

０人のうちの二、三人は何とかほかの部署に異動はできるけれども、ほかの方にとっては

残念だけれども、雇用を継続することはおそらくできないだろうというようなお話でした

し、また別な会社では定期点検を主に請け負っている業者は、定期点検だけではなくて除

雪ですとか、警備ですとか、そういった関係も全て請け負っていると、その仕事が丸々な

くなるということを考えると、恐らく今の会社としての業績は半分ぐらいまで落ちるので

はないかというようなお話をされていましたし、実際に多くの雇用を抱えている会社です

けれども、全てをこのまま継続していくのはなかなか難しいのではないか、そういうよう

なお話でありました。先ほど答弁にもありましたとおり、大きな影響を受けるであろうと

言われた運搬業務を担っている会社の方は、それに特化してつくってきている部分がある

から、ほかのものを運べばいいという話にはならないのだろうなというようなお話をされ

ておりました。

ほかに市として何か、どういうことがどういうところまで影響あるのか、もう少し詳し

くわかれば教えていただきたいと思うのですけれども。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 奈井江発電所が休止になるという報道を受けまして、その後砂

川発電所の所長さんが市役所にお見えになって、経過と影響がありそうな業種ということ

で、そのときお話を聞かせていただいております。そのお話に基づいて先ほどの答弁にな

っておりまして、その後市内のホテル、旅館に対する聞き取り調査を行ったり、あと電話

で先ほどの影響が出そうな業者に対しまして今わかる範囲の影響の度合いということもお

聞きしております。先ほど答弁した以上のものについては現時点では情報等を持ち合わせ

ておりませんが、今後も必要に応じて、北電砂川発電所の所長さんにつきましては情報提

供についてはやぶさかではないとおっしゃっていただいておりますので、そういったとこ

ろとの情報交換を持ちながら、新たな情報がありましたら、またそういったところに対す

る影響なども市のほうで把握に努めてまいりたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 各社も結局は今後の見通しというのがはっきりしていないというとこ

ろもあるし、正式に何か、どうしてほしい、こうするという話をもらっているわけではな

いということで、そのあたりも随時情報をもらえるようになりましたら提供していただく
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ようなお願いをしたいのと、その関連企業がそれを受けて今後どうしていくかという相談

にも乗ってあげてほしいなと思っておりますので、お願いしたいと思います。

次に、要するにそれだけ人がいなくなる、そして特に定期点検、メンテナンスというの

は、結構長期にわたっていろんな関連企業が砂川以外からも多く砂川に来るというお話を

聞いております。そういう中で、市内の宿泊関係、そして飲食関係のところにも大きな影

響が出るのではないかということで先ほどの質問だったわけなのですけれども、実際にな

ってみないとなかなか見通しというのはつけづらいのだろうなとは思うのですが、休止と

いうことなので、ある程度のメンテナンスは残るというお話なので、そこは具体的なこと

がまた北電のほうからわかれば、不安に思っていらっしゃる宿泊関係のところですとか、

そういったところに情報提供もしてあげてほしいと思ってはいるのですが、逆を言うと、

宿泊場所というのは砂川市も決して多いわけではないというのはこれまでも言われてきた

ところですし、その中で今後の市としての方向性、今ほど言われました観光業のほうとか、

そういったほうに少しでも協力してもらえるようなことをどんどんつくっていければなと

思っていますので、その辺も先に進めていただければなと思います。

こういう外的要素というか、企業が撤退するとかというのは珍しい話では確かになくて、

いろんなまち、いろんな大きな工場を持っているまち、それでできた城下町みたいなとこ

ろも、過去には砂川もそういう時代があって今に至るのかなとは思いますけれども、その

中で今後それぞれのところ、さっきの建設業者なんていうのはやっぱり解雇せざるを得な

くなるだろうということで、それはそれで自分たちも企業をやっている以上、心苦しいと

ころではあるのだけれどもという話なのですけれども、一方では市内にはまだまだ人材不

足だという状況もありますし、そのあたりのマッチングとまではできないのでしょうけれ

ども、情報をしっかり、こういう大きな動きがあるときは、ハローワークに行ってくださ

いとか、そういうことではなくて、情報をいつも以上に集めて情報提供できるような、何

かもうちょっと市として応援できるようなことはないのかなと思うのですが、そのあたり

はどうでしょうか。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 企業において解雇せざるを得ない状況になったときの受け皿と

いいますか、市内における雇用先、就職先の情報の提供ということだと思います。市では

平成２８年度からジョブスタート事業を行っておりますが、昨年度からジョブスタ応援企

業登録事業というものにも取り組んでおりまして、この事業では各企業の事業内容もそう

なのですけれども、求人情報もその中で発信するということにしておりますので、ただ現

在３０社の登録ということで、まだまだこれから登録業者をふやしながら、もちろん業種

によってはマッチングしない業種もあるかと思いますけれども、登録企業をふやすことで

受け皿となる企業の情報が今以上に提供できるようにしたいと考えておりますし、先ほど

お話の中にもありましたように、ハローワーク砂川が基本的にはマッチングする機関だと
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思います。そういったところと、市もジョブスタート事業の中でハローワーク砂川との関

係というのは以前よりも増して強いものがありますので、ハローワーク砂川との連携、情

報交換を行いながら情報の提供に努めてまいりたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 市は雇用のあっせんというところまでは業務としてはできないという

のはわかっていますけれども、こういうときはいつにも増してということでハローワーク

との連携を深めていただいて、応援企業ですか、そちらのほうの登録も駆け足でやってい

ただいて、何とか来年の春までにある程度の情報量を提供できるような体制づくりをとっ

ていただければと思います。１つ目の質問としては以上となりますが、いろいろまちの状

況、時代の背景、いろんなことを含めると、今回は電力というところなのですけれども、

普通に考えれば、みんな省エネ家電になって、人口も減って、そして稼働率の高い発電施

設、どんどん、どんどん時代とともに開発されていくことによる自然の流れといえば自然

の流れなのかもしれないのですけれども、今後もいろんな業種において、持続可能なのか

どうなのかというところも含めていろんなところは注視していかなければいけないのだろ

うなとは思うのです。一生懸命自分たちで企業を呼んできたり、雇用を拡大したりしても、

こういうようなことで一気にどんとまた世帯が減ってしまうというようなことにもなりか

ねませんので、そのあたりも今後についても注視していっていただきたいと思います。

２つ目の企業誘致についてのお話に入りたいと思います。企業誘致は何度も質問させて

いただいておりますが、ある程度こういったこともあるから、どんどん企業誘致というの

は気を緩めることなく、手を抜くことなくやれることをしっかりやって、雇用をふやすぐ

らいのつもりでいかないと、こういうことがあると市内全体としての雇用の場が失われて

いくのだろうなということを感じましたので、これまでずっと質問してきているのですが、

質問したから企業がふえるかといったら、そういうことでもないし、一生懸命やったから

企業が来るということでもなかなかないというのも私は承知しています。全国各地津々浦

々、いろんなあの手この手で企業誘致しようとして、国内、さらには国外も含めたライバ

ルがいるというところなので、そんな簡単に来るものではないとは感じてはおりますけれ

ども、ただ何度質問しても従前どおりの形というのがなかなか、少しずつはブラッシュア

ップされていっているのでしょうけれども、そのぐらいのペースで大丈夫かなというとこ

ろもやっぱりありまして、再度質問させていただいているわけなのですけれども、今回質

問させていただいた中で企業誘致としての結果もなかなか出ていないということと、それ

から先ほどありました応援策です。応援策に関してどの程度の雇用がふえたのかというと

ころを聞いてみたいと思うのですが、そのあたり、応援策による正規雇用とか非正規雇用

が一体どれぐらいこの５年間でふえたのか、そのあたりをまず教えていただきたいと思い

ます。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。
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〇経済部長 福士勇治君 市内企業応援策に伴う正規雇用、非正規雇用の雇用数というこ

とだと思います。実は正規、非正規別には数としては押さえておりませんが、企業振興促

進条例における新規雇用に係る補助金をベースにした健康保険とか雇用保険の被保険者と

なっている市内に居住する従業員数ということでいいますと、平成２５年度は２社で５名、

平成２６年度は２社で２６名と把握しております。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 また、先ほどお話にありました市としての企業誘致ではないけれども、

大型量販店の進出ということもありましたが、そちらの雇用数というのはわかりますでし

ょうか。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 新潟から砂川に進出していただいた大型量販店ですが、こちら

につきましてはオープン当時の従業員数でございますが、正規社員で１４名、その他準社

員やアルバイトの方で５０名、合計６４名と聞いております。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 ５年間トータルということなのですけれども、応援策によりトータル

で３１名ほど、正規、非正規を合わせてということ、これはこれですごい実績なのだろう

とは思います。やっていなければふえなかったかもしれないし、やっていなければひょっ

としたらもっと出ていって減ったかもしれないしというところなので、そういう意味では

ある程度の人数は確保できたのだろうなとは認識しました。ただ、大型量販店の進出によ

る正規雇用というのが、オープン当時ですけれども、６４名というのはさすがに大きいで

すね。結局企業誘致というのは、来ていただければそれである程度の数が見込めるという

ところで全国各地、世界も含めてやっていらっしゃるのだろうなとは思うのですが、こう

いう結果がある以上、減らさないようにするためには引き続き努力が必要な分野なのだろ

うなと。なかなか来ないから、それでいいやということにはならないのかなとは感じるの

です。

（２）のほうの推移というところなのですけれども、残念ながら、もちろん人口の減少

というのと、それから出生率の低下というのと自然減というのと、いろんな要素は当然あ

ろうかと思うのですけれども、結果としては多くの生産年齢人口が低下しているというよ

うなところなのですが、今後この先の推移についての見通しというのは分析されている部

分はあるのか、教えていただきたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 平成２８年１月に策定しました、まち・ひと・しごと創生法に

基づき地方公共団体における人口の現状と将来展望を提示し、まち・ひと・しごと創生の

実現に向けて効果的な施策を企画立案する上での重要な基礎資料として位置づけられてい

る砂川市人口ビジョンというのがございます。これにつきましては、平成２２年度以降５
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年ごとの推計を示しておりますが、この推計では５年後、１０年後ではなくて７年後、１

２年後という数字になりますけれども、各種施策による効果が着実に反映した場合、７年

後の平成３７年度の生産年齢人口の見込みは８，２００人、１２年後の平成４２年度では

７，５４５人と見込んでいるところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 これは、あくまでいろんなことを努力した結果でもこうなるだろうと

いうことです。このまちで子育てをしている世代の親としては、こういうことを受け入れ

がたいというか、もうちょっとどうにかならないものかなという思いにどうしてもなって

しまうのです。企業誘致と雇用の拡大というのは相手があることなので、自分たちでどう

こうできる部分は少ないのかもしれないのですけれども、今までの動き方での結果、さら

に今後に対する考え方というのを、どこに問題があるのかというところなのですが、それ

はどのように分析されているというか、例えば人員的な問題、職員の数も限られています

し、予算にも限りがありますし、そういうところがやっぱり問題になってなかなか身動き

がとれない部分なのか、それとも行くつてだとか、人脈だとか、情報量だとか、そういっ

たところが雲をつかむような話なので、そこでなかなか難しい話になっているのか、その

問題点について、まずどのように分析されているのか聞きたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 企業誘致に当たっての問題点ということだと思います。これま

でも体制といたしましては商工労働観光課企業労政係が兼務という形で企業誘致に取り組

んでいるところでございます。これまでもどのような企業に誘致活動を行うのが効果的な

のかなどを考えながら、砂川市内に支店のある東京本社へ訪問したり、砂川の住みやすさ

や道内トップレベルの優遇制度のアピールを行いながら、または北海道東京事務所や大阪

事務所、中小機構などの公的機関へも訪問したり、情勢などの情報交換や道内進出予定企

業の情報の提供を依頼するなどの工夫を行ってきたところでありますが、先ほどご答弁さ

せていただいたとおり、残念ながら目に見えた効果があらわれていません。こういったこ

とを総体的なところで問題とは捉えていないのですけれども、今後どうやって効果的にや

っていくかということで、今後につきましては今までの活動に加えまして市内及び道内の

都市にこれまで立地した企業など、こちらのほうを訪問させていただき、立地に至った経

緯やきっかけなどを直接聞かせていただきながら、砂川市のまちづくりや地域特性に合致

しそうな業種の絞り込みや企業が立地するに当たり重要視する事項などの把握を行うなど、

企業立地戦略の再構築に取り組みたいと考えているところであります。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 ありがとうございます。今答弁の中で、ちょっとこれまでとは違う、

また見直す意味も含めて今後は少し戦略的な企業誘致をするということだと思うのですけ

れども、そういうようなご答弁をいただきましたので、今後に期待したいなと思うのです
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が、去年ですか、砂川の給食のパンが砂川市内で製造できなくなったので、ほかのまちに

発注しているという現状が出てしまったとか、市内でもう既に給食センターから毎年、そ

の当時１，０００万ぐらいですか、年間。給食のパンを市外に発注して市外にお金が流出

しているということなのですけれども、あれなんていうのも製造工場、それは小さいもの

かもしれないですし、大きな工場に来てもらっても構わないのですけれども、仕事として

まずありますというものがあったりですとか、これから市内においてどういう人材が今現

状砂川にいるのか、働き手としてというのも分析しなければいけない部分もやっぱりある

と思うのです。そういう、まず自分たちがどういう状況に置かれているのか、そして自分

のまちに足りないものは何なのか、そういったところ。だから、この企業にちょっと行っ

てみようとか、相手もそういうものだと思うのです。何でうちの会社に来たの。うちにこ

んな制度があるのです。いや、そういうことではなくてみたいな。そういう会社に砂川に

来ていただきたい。そうすれば、砂川としてはこういう人材もいるというようなことで話

を進めていっていただくのも一つの方法なのかなとは思いますので、これからということ

なので、成果に期待しながら推移を見守っていきたいなと思うのですが、実際問題市長も

ずっと市長になられてから毎年市政執行方針の中で企業誘致ということはうたわれてきて

おりますし、成果の出ている部分も当然あります、雇用の拡大については。ただ、先ほど

の北電の関係であったり、外的要素も踏まえるといろんな要素がこれからもあるのだろう

なということを踏まえた中で、これまでの市長の企業誘致政策、雇用促進策を振り返って、

それをどう受けとめて、今後に向けて市長としてどういうような考えを持っているのかと

いうのを最後に聞かせていただければと思います。

〇議長 飯澤明彦君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 市長の企業誘致の政策ということで、従来から私は企業

誘致に熱心でないと見られる嫌いがあるのですけれども、決してそういうことではなくて、

ただ単純に長い不況の中、失われた２０年と言われる世代の中で、製造業が疲弊していっ

て、企業進出する体力が企業自体にないのだと。ないところに膨大な能力をかけるのは効

率的ではないのでないかと。ただ、それはやらないという意味ではなくて、私はどちらか

というと地元にある企業を支援しながら、それを大きくしていって雇用をふやしてもらっ

たほうがより効果的なのだろうというのが私の持論でございますけれども、企業誘致をす

るためには、企業が何で例えば北海道に来たのか、そういう来た理由とか、それを整理し

ながら、情報なくして企業誘致の戦略はあり得ないと。ただやみくもに企業を回っても、

それは効果は薄いのだろうと。だから、北海道でも大きな企業でなくて進出した企業が全

道各地にあると、そこを回りながら、どういう理由でここに来たのですかと、そのデータ

を蓄積しながら、かつまたその企業との人脈をつくりながら、それを分析して、企業誘致

のマニュアルというか、うちの方針を出すべきなのだろうと、それを今原課のほうでやる

と言っていますけれども、もう一つ心配なのは、企業誘致といっても現実には砂川の企業
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の６割は滝川から来ていると。それは、いろんな条件があると。滝川のほうが人口が２．

５倍ぐらい多いと、当然就職する人の割合も多くなるから、滝川から通うのはごく自然だ

けれども、砂川に住みたいけれども、住めないと。それは、家賃の問題であったり、家族

が住む場所がないと。だから、私はどちらかというと高齢者対策、子育て対策、共稼ぎし

やすい対策、それから空き家対策をして若い人が住めるようなところを見つけるとか、そ

ういう条件をちゃんと整備しないと、企業誘致しても滝川から通ってきてしまうと。その

理由は何かといったら、学校の教育の問題であったり、例えば商業の問題、若い人たちは

やっぱりファストフードのあるところのほうがいいとか、いろんな問題があります。砂川

市では解決できない問題もあるけれども、９割方は砂川市の整備をすればそれは可能であ

ると。それは、住まい、それから共稼ぎしやすい制度、いわゆる子育ての支援制度をしっ

かりやると。それから、病院と連携して介護保険料を低くして、住みやすいまちをつくる。

国民健康保険も低くしようとか、そういうトータルの政策をやっていかないと、企業誘致

だけ来ても住む場所が違うところだったら、これは全然意味がないことになってしまうと。

だから、私はどちらかというと基盤整備を全部していこうというのがこの７年間やって

きたことで、そういう住める状況の中から企業誘致と砂川に住んでもらうというのがマッ

チングする。それを地道ながら７年間でいろんな政策をやることによって、現実的には社

会的検証、転入、転出の差が大分解消されてきた。それは、入ってくる人もいるだろうし、

出ていくのをとめる効果もあったと。企業誘致一本でいくのではなくて、それを可能とす

る条件も整えないと意味がないと思っております。それで、企業誘致についても、先ほど

経済部長が言っていましたけれども、新たなデータをつくりながら、私は当然だと思うの

です。砂川に呼ぶのにやみくもに企業に行くのではなくて、北海道に進出した企業はどう

いう理由でこのまちを選んだか、なぜ来たのかと、そういうのをデータとして持ちながら

砂川市の企業誘致の方針をつくるべきだと思っておりますし、そのように結果が出るよう

にしっかりやっていきたいなと思っております。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 今ほど市長からも今後に関してはしっかり結果を出すように努力する

というお話でしたので、期待したいと思います。企業誘致と雇用と、また定住と、いろん

な要素が絡み合って複雑な問題も確かにあるのですけれども、圏域として空知管内に多く

の人が来る仕組みというのは、それはそれで考えなければいけないのだろうなと。その中

で、あとは定住をいかに砂川にさせるのかというのはまた違う機会に聞いていきたいと思

います。

そして、最後の市内企業においてベトナム人など外国人労働者が見受けられるようにな

ったというところなのですが、今ほど１つ目に質問したのは大きな企業がなくなればそれ

だけ雇用がなくなるというような話。それに伴って、それに対して企業誘致や雇用拡大で

そこを支えていかなければいけない、カバーしていかなければいけないというお話をさせ
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ていただきました。ただ、中身の話をすると、外国人を受け入れざるを得ない状況が砂川

市内にあるのだろうというところで、多くの１，０００人規模の雇用できるような企業が

来たときに実際にこの地域で雇用が成り立つのかというところのいろんな不安、疑問点が

出るわけなのですが、先ほど答弁の中で現在の砂川市の状況については教えていただきま

したが、今後さらにふえるような兆候があるのかどうなのかというのをまず最初に聞かせ

ていただければと思います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 現在２事業所において合計７人の外国人労働者等がおりますが、

このほかに今後外国人労働者の受け入れを検討しているという事業所が２カ所ほどあると

お聞きしております。そういったことから、今後においては外国人労働者等がふえる傾向

にあると考えているところでありますし、先ほど答弁申し上げましたように、国の動向で

すとか取り組みなどの情報収集を行いながら情報の提供に努めたいと考えているところで

あります。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 そうだろうなとは推測はできると思うのです。地方とはいえ、人がい

なくなったとはいえ、道路は傷んでいくわけですし、いろんなものは必要最低限のものと

いうのは維持していかなければいけないわけなので、その分の雇用というものを企業は図

っていかざるを得ないというところなのですが、ただ流れを見ると、若い人たちは都市部

への流出というのが歯どめがなかなかかからないというのと、そもそもの人数が減ってい

るというところもやっぱりありますし、そういった意味では外国からの働き手というのも

今後確保していかなければ、まちとしての機能を維持していくだけでも結構大変な時代が

来てしまうのだろうなと考えられるので、これがジョブスタート事業、今高校生に対して

地元企業がこんな職業なのですよとか、顔が見える取り組み、また目標や夢を持てるよう

な取り組みというのをやっていただいているので、その効果は今後出ていくのかなとは思

うのですけれども、今すぐ出るものではないので、そういうところが少し、はざまのとこ

ろの企業としては苦しい立場の部分もあるのだろうとは感じるところなのですが、企業さ

んで話を聞いたら、今ある仕事量、今ある仕事を維持していくための最低限の人材確保が

なかなか難しいと。仕事がないわけではないし、求人も出し続けているのだけれども、な

かなか人手不足が解消されてこないと。そんな中で、新たな試み、チャレンジとして外国

人を雇用していこうかなというようなお話を聞いているのです。

それはそれで全然悪いことでもないと思うし、自分の例でいうと、自分はアメリカで外

国人労働者として向こうで働いていたことを考えると、全然おかしなことでもないという

か、私の取得していたビザ、Ｈ―１Ｂというのはまさに研修生、要するに仕事を覚える、

仕事を教える、いろんなそういう研修のためのビザ、交流プログラムという中で外国にい

たわけなので、外国から日本に来る、日本から世界に行く、どっちでもいいのですけれど
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も、やっぱりそれなりの決意と覚悟と勇気と、背負っているものというのは必ずあるので

す。実体験からいうと、そういう人たちと現地の人たちとが交流する、交わるということ

は、いろんなトラブルや問題ということが先に懸念されますけれども、全然そういうこと

ばかりではなくて、働くことの本質だったりだとか、背負っているものの重さだったりだ

とか、そういったことが日本に生まれて日本に育っていくと刺激を受ける機会というのは

本当に少ないと思うのです。そういった方々の真剣さ、本気ってどういうことなのかとい

うことを見る機会としてはすごくいいのではないかなと私個人としては期待はしているの

です。

その中で、企業さんも思い切った決断ということに恐らくなるのでしょうけれども、た

だベトナムの関係の話でいうと、ガイドラインというか、受け入れるためのプロセスとい

うか、そういったものもかなり確立されてきているようですし、しっかりと語学学校やマ

ナーや文化まで学んでから来てくれるということなので、すごくいいのだろうなとは思う

のですけれども、ただ市民としては、全くわからない人が、外国人が何も悪いことしてい

なくても、ふらふらいると観光客なのかなとか、でもいつも見るなとかとなってくると、

いろんなテレビやニュースで特に外国人の方が何か問題を起こすとここぞとばかりに大き

な報道になったりしますので、そんなようなことも含めると不安に思う方も中には出てし

まうのだろうというようなこともありますので、これはあくまで受け入れられている企業

さんがどう思うかというところにもなってしまうのですけれども、市民との交流みたいな

ものがもうちょっとできるといいな、顔が見えるようになるといいなとは思うのです。そ

のあたり、教育のほうとかもいろんな外国人とのかかわりだとか、いろんなこともやって

いますし、そんなのとも絡めながらそういうようなことってできていかないのかなとか、

そういうことって要望とか、お伺いとか、そういうのって立てられないものなのかどうな

のか、そのあたりをちょっとお聞かせ願いたいなと思います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 砂川市にこられた外国人と地域とのかかわりというようなとこ

ろで、市から受け入れ企業に対してそういった働きかけができないかというような内容だ

と思います。もちろん受け入れる企業側としましては、先ほども答弁させていただきまし

たが、住環境だとか福利厚生など、外国人にしたら日本が外国ですので、来ても安心して

研修、あるいは作業に当たれるような環境をつくるということが企業に求められておりま

す。その中では、地域とのかかわりというところももちろん住環境の環境整備というよう

なところでは大きな要素だと思います。そういったところにつきましては、今後外国人を

受け入れている企業との情報交換があったときには、地域との交流についても積極的に行

っていただけるように、そういったことも話の中でしてみたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 そういう方たちが入ることへの市民の不安を払拭するという意味では
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一つの方法なのだろうなと思う。手法は何をするというのはまた別として、そういった機

会を設けてみたらいいのではないかなと思います。

あと、中国の方とベトナムの方ということは、今回は業種も畜産農業と建設業というこ

とで業種としてはあれなのですけれども、外国人が日本で就労したいというのはどれぐら

いあるのかなというところもあるのですが、先日札幌商工会議所主催の外国人留学生に対

する北海道の合同企業説明会というのに参加してきたのです。そのときに、企業としては

お菓子の六花亭だったりだとか、そういったところを含めて１５社ほど来ていた中で、北

大を中心とした外国人の留学生たちが７０人ほど合同企業説明会のほうに来ていて、私も

何人かとお話しさせていただいたのですけれども、ぜひ日本に残りたいのだと、日本で就

職を探しているのだというような背景があって、マッチングをしていけば、まだまだそう

いった方たちが、北海道というか、日本に残りたいという人がたくさんいるのだなという

のがよくわかったのです。

昨年私がたたまたまインバウンドの関係で台湾に行ったときに、東川町営の日本語学校

ができてもう十何年たっているのですけれども、そこの学生さんも来ていて、台湾の東川

町の窓口となっている旅行会社さんの写真を見せたりして盛り上がったりしたのですけれ

ども、半年のプログラムで来ているのだけれども、何とか覚えた語学力を使って日本で活

躍したいのだというお話でしたし、砂川市内で今後観光のほうですとかいろんなほうに力

を入れていくという流れの中で、語学だったり、文字を書ける、書けないだったり、読め

る、読めないだったり、そういった人材も必要になってくる部分というのは往々にして出

てくるのだろうと思いますし、さっき六花亭の話をしましたけれども、どんどん企業さん

もこれから外国人の誘客に向けて整備をしていかなければいけない背景というのは恐らく

あるのだろうと思うのです。ここは質問するわけではないのですけれども、要望としてそ

ういったニーズがあるのであれば、そういったところとの機会というか、そういったこと

もありますよとか、できますよとか、そういうところをどんどん周知していただきたいな

と思いますし、市としてもこういうところにこういう外国人がいたらいいのになというと

ころがもしあれば、積極的にそういったアンテナを使いながら、人の募集だったりだとか

雇用につなげていっていただきたいなと思うのです。

外国人の話、日本人の話を多々いろいろしましたけれども、最終的にはこのまちの人口

をどうやって減らさないかという話にいくだけの話なので、その中で国籍問わず、そうい

った方が結婚とかしてもらったりとか、出産してもらったりとかというのは砂川市として

はありがたいことだと思いますので、手法の部分で外国人であったり、企業誘致であった

りという話はしていますけれども、最終的にはいかに、先ほども言いましたけれども、人

口を減らさないか、今の企業を維持できるのかどうなのか、公共事業をある程度維持する

といっても、働き手がいなくて工事を請け負えないなんていう時代も来てしまうかもしれ

ない。そうならないためにも、ある程度あがくというか、もがくというか、そんな中を私
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も一緒になっていろんなことに課題意識を持ちながらいろんなことをやっていますので、

お互いに協力しながら今後もやっていきたいなと思っております。

以上です。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員の質問は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時０９分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

小黒弘議員の質問を許します。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、一般質問を始めます。

まず、第１点には砂川高校の大規模改造についてお伺いします。北海道教育委員会施設

課のホームページに掲載されている平成３０年度道立学校施設整備予定一覧を見ると、砂

川高校の大規模改造校舎工事（１期）とありますが、いつからどんな内容で行われるのか

を伺います。

２点目は、シングルマザーにうれしい移住施策についてであります。砂川市ではこれま

でいろいろな移住施策が行われてきましたが、その実績としては厳しい現状があると思い

ます。そこで、都会に住むシングルマザーの移住に対する考えを伺います。近年では既婚

者の３組に１組は離婚をしていると言われ、ひとり親家庭もふえているそうです。特にシ

ングルマザーの場合、子育てもあって正社員としてなかなか働くことができず、パートな

どの収入のみで暮らしていく場合が多く、貧困率は高いと言われています。また、都市部

で生活していると家賃や食材費などが高くついてしまうため、さらに生活が難しくなって

しまうということです。そこで、生活費も安く、待機児童問題もなく、子育て支援が充実

している砂川市に移住してもらい、看護、介護、保育職の不足解消につながるよう、シン

グルマザーの移住施策を進めるとよいと思うのですが、市長の考えを伺います。

まず、１点目は、これまでの中空知圏域以外からの移住者の実績についてを伺います。

２点目、昨年１２月に開催された北海道移住まるごと体験モニターについてを伺います。

３点目は、シングルマザーの移住を積極的に進めるべきと思いますが、市長の考え方に

ついてを伺います。

大きな３点目として、図書館雑誌コーナーの充実についてを伺います。図書館の雑誌コ

ーナーが少し寂しく、置いてある雑誌も内容がかた目のものが多いように思います。図書

館を気軽に利用してもらうためにも雑誌コーナーを充実する考えについてを伺います。

以上です。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 （登壇） 私のほうから大きな１と大きな３についてご答弁申

し上げます。
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最初に、大きな１、砂川高校の大規模改造についてご答弁申し上げます。北海道砂川高

等学校の校舎につきましては、現在昭和５６年に完成した旧北海道砂川南高等学校の校舎

を活用しており、平成１０年に耐震改修工事を実施しているものの、建物及び設備の老朽

化が著しい状況にあります。このことから、当市といたしましても将来にわたって安定し

た学校運営及び学習環境の改善が行われるように北海道に対し大規模改修について要望し

ておりましたが、今年度道立高校の施設整備事業費の中に当該事業が盛り込まれたところ

であります。今回の工事は、６月１１日に入札が執行され、工事期間は契約締結の日から

１２月１８日までと公告されております。工事の概要につきましては、既存校舎改修工事

として校舎の屋上防水シートの張りかえ、外壁に含まれていると見込まれるアスベストを

除去した後、外壁の塗装やクラックの補修、ドア枠のさびどめなど外部建具の修理、また

は取りかえ、窓ガラスのコーティングなどの外部改修が行われるものであります。なお、

北海道教育委員会から得た情報では、今回の工事は第１期に位置づけられ、来年度は内部

改修工事が予定されているとのことであります。

次に、大きな３の図書館雑誌コーナーの充実をする考えについてご答弁申し上げます。

まず、現在の図書館の蔵書の状況でありますが、総蔵書数については約９万１，０００冊

となっており、そのうち雑誌については３０種類となっているところであります。この雑

誌につきましてジャンル別に申し上げますと、日常生活、子育て、趣味、健康、料理など

のほか、週刊誌、季節ものの季刊誌などであり、閲覧は図書館内に限定されていますが、

バックナンバー、いわゆる最新号以外のものについては刊行形態によりおおむね１年から

３年の保管をしており、その間は貸し出しを行っているところでもあります。ご質問の雑

誌コーナーの充実についてでありますが、図書館司書が各ジャンルのバランスを考慮する

とともに、雑誌の内容やニーズを確認しながら選書しております。今後においても引き続

き興味を引くもの、関心の高いものなどの視点から雑誌の選定にも検討を加えていくとと

もに、現在寄贈を受けている雑誌が５誌あることから、それらを効果的に活用し、来館者

のニーズに沿った図書館全体の蔵書構成のバランスも考慮しながら検討してまいりたいと

考えております。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 大きな２点目のシングルマザーにうれしい移住施策

についてご答弁を申し上げます。

初めに、（１）のこれまでの中空知圏域以外からの移住者の実績についてでありますが、

平成１９年度より開始いたしました移住定住促進事業におけるワンストップ窓口を通じて

の移住者は５世帯１０名であり、内訳は圏域外から４世帯８名、圏域内から１世帯２名と

なっているところでございます。また、当市への転入者につきましては、移住を目的とし

たものか転勤や進学によるものかは把握は難しいものでありますが、中空知圏域外からの

転入者数は、過去４年の状況を申し上げますと、平成２６年で３８２人、２７年で４０１
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人、２８年で同じく４０１人、昨年度は３８４人という転入者数でございます。

次に、２点目の昨年１２月に開催されました北海道移住まるごと体験モニターについて

ご答弁を申し上げます。本事業は、北海道が事業主体となりまして、道外に在住する北海

道への移住を真剣に検討している現役世代を対象に、体験移住と移住後の仕事、住まい、

暮らしの体験や調査を行うことで移住希望者と市町村のマッチングを図るものでございま

す。今回全道ではマッチングを希望する１８市町村に対して、砂川市を含む５市町村が実

施団体として選定されたところであり、一方移住希望者につきましては全国から２６組が

応募されまして、そのうち４組が砂川市を候補とする応募があったところであります。道

による選定の結果、１名の方が選ばれ、１２月１日から１２月８日までの８日間砂川市に

滞在し、本人の資格を生かして福寿園での就業体験を行ったほか、すながわ移住定住促進

協議会による住居の相談や地域のサークル活動に参加してもらうなど、砂川を紹介する取

り組みを行ったところでございます。モニター期間最終日に行った報告会では、北海道で

の冬の生活体験が初めてだったこともあり、開始前からの不安のとおり車の運転や除雪に

毎日苦労したことなど、率直に感想をいただいたところでございます。その一方で就業体

験につきましては、体験先の福寿園の運営方針や施設内の雰囲気を非常に気に入っていた

だき、職員とも積極的に連絡先の交換を行ったことなどをご報告いただいたところでござ

います。砂川市での就労に対しては、よいイメージを持っていただけたものと感じたとこ

ろでございます。期間終了後については、夏にもう一度砂川市へ来て生活を体験してみた

いということがありましたので、お試し暮らしの１次募集時などには砂川市の移住に関す

る情報を発信し、以降も接触を図っているところでございます。

次に、３点目のシングルマザーの移住を積極的に進めるべきについてご答弁を申し上げ

ます。現在シングルマザーを対象にした施策として、児童扶養手当の支給や医療費の助成

のほか、母子父子自立支援員による相談事業、資格取得を目的とした母子家庭等就業支援

事業を実施するほか、ハローワークとも連携した自立就労支援事業等の支援を砂川市とし

て行っているところでございます。さらに、平成２８年４月からは婚姻歴の有無による差

異の解消を目的としたみなし寡婦制度を導入し、保育料や上下水道料の減額、幼稚園の就

園奨励補助金による助成など、砂川市独自の施策として未婚のシングルマザーへの支援を

実施しているところでございます。当市における移住定住促進事業は、移住定住促進協議

会での協議を経て、すながわお試し暮らしとして民間の住宅を活用した移住体験住宅３棟

を提供し、砂川での移住を体験していただいているところであり、昨年は１４組３１名の

方が利用したところでございます。これら移住希望者については、いわゆるリタイア世代

に限らず、現役世代についても増加傾向にあり、砂川での住宅や生活情報のほか、仕事情

報のニーズも高まっていることから、協議会において市内企業の仕事情報を収集し、首都

圏での相談会や移住相談の中で提供する準備を進めているところであり、また移住希望者

の世代、家族構成、移住に対し優先する事項など、さまざまなケースがあることから、協
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議会においてもこれらに応じた対応を今現在行っているところでございます。

このような中、シングルマザーから移住相談を受けた際には、保育や仕事、その他その

世帯に必要な情報提供、支援を行うこととしているものでございます。いずれにしまして

も、国や自治体はシングルマザーと言われるひとり親家庭を含めた市民が今住んでいると

ころで安心して暮らせるよう支援することが第一と考えていることもあり、シングルマザ

ーに特化した移住政策は考えていないところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 それでは、まず砂川高校の大規模改造について、道教委の言い回しだと

改造となっていますけれども、これまでは大体大規模改修と言っていましたので、これか

ら改修と言わせていただくのですけれども、結構大きな工事になりそうですよね。外壁を

やったり、来年は内部改修までということなのですが、市の教育委員会はいつごろ知った

のでしょうか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 平成２８年度、砂川高校に対する支援策強化をした最初の年で

ございますけれども、この年度、平成２９年の２月に大規模改修がこれまで予算化、事業

化が見えていなかったことから、北海道の開発予算要望ということで要望書を上げようと

いうことで準備していた前提の中で道教委に確認したところ、平成２９年の２月に、平成

２９年度から実施設計が行われると、継続して、見込みですけれども、３０年度、３１年

度で大規模改造工事が行われるという情報を得たところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 そんな早くからわかっていたのですね、このこと。平成２９年にはもう

既に市の教育委員会は砂川高校の大規模改修をわかっていらっしゃった。これはびっくり

なのですけれども、私は平成２６年の３月に一般質問をしまして、もう大規模改修の時期

は過ぎているのだけれども、まだ全然行われていないと、今後も積極的に道教委のほうに

話してほしいと言ってありました。２９年に教育委員会はもうわかっていて、今まで総務

文教委員会にも一言もないですよ、このこと。総務文教委員会に話されない理由は何だっ

たのですか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 平成２９年の２月に情報を得た段階では、あくまで概要という

ことでお示しを道のほうからいただいたところでございます。その際、事業費もまだ概算

も見えておりません状態でございましたし、今回６月１１日に、先ほどの答弁でも申し上

げましたとおり入札が行われましたので、その工事の詳細も明らかになり、事業費も確定

したということでございますので、その詳細がわかったこの後の総務文教委員会において

は報告させていただきたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。
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〇小黒 弘議員 そういう話ではないのではないですか。ことしこれをやるために、私が

ホームページを見れば、先ほども話がありましたけれども、去年の段階でもう既に設計が

入札されているのです。ということは、どういう工事が行われるかというのはその設計の

段階でもうわかるはずなのです。それなのに、総務文教委員会に一言も砂川高校の大規模

改修の報告がないというのは余りにも、それは道の施設かもしれません。砂川市の施設で

はないにしても、砂川高校には年間５００万近くの補助金を出しているし、砂川高校が今

後どうなっていくかってえらく大事な話ではないですか。そのことを何で、私だって大規

模改修を早くやってもらうように要求していってくれとまで言っているのに、道教委はこ

こまでやっているのに砂川市教育委員会が何で我々に知らせないのですか。何か意図的に

知らせない理由があったかどうかということしか私には。普通だったら知らせるでしょう。

何でこれを隠しておくのですか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 今議員さんがおっしゃったとおり、平成２９年に実施設計が行

われております。この実施設計の内容については公表されておりませんので、私たちのほ

うとしても内容は把握できなかったという状況でございます。したがいまして、ある程度

情報の詳細が固まった時点でご報告をさせていただきたいということで考えております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 受け身なのですよ。何でも向こうから来てからではないでしょう、普通。

あなたたちはプロなのでしょう。向こうに営業に行けば何だって教えてくれますよ、全部

教えなくたって。そうやって先、先に、どうやっていったら砂川高校の校舎がよくなって

いくかということを考えるのが仕事ではないのですか。私たちだって早く知らされていれ

ば、単位制の高校とこれから校舎の関係、もっと大きなこととしては、あそこが統合にな

って、そして単位制の高校になったときは子供たちが何人通っていたかといったら、平成

１６年のことです。５２８人、１６クラスあったのです。ところが、平成３０年になった

ら３１２人になって９クラスしかなくなったのです。内部の改装をするときに、この子供

たちの減少のこと、あるいは今まで単位制でやってきたときの普通科からそのままいって

しまっている。このことについて議員だってもっともっと詳しく、こうしたほうがいいの

ではないの、こう要望してくださいということを言いたいですよ。それを何で知らせない

のですか、私たちに。２９年からわかっていながら、おかしいでしょう。教育長、もっと

説明してください、ちゃんと。

〇議長 飯澤明彦君 教育長。

〇教育長 髙橋 豊君 （登壇） ただいまの関係、教育長からということでございます

が、時系列的な並びについては今次長のほうからお答えをしたとおりでございますけれど

も、ただ私も平成２８年の４月から教育長を拝命をしておりますが、この関係につきまし

てはもう既に５回から６回、道教委のほうには行っています。ただ、施設課等ではその詳
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細というのは、行ってはいますけれども、教えてはいただいていないです。要望だけはし

ております。これは間違いありません。ですから、ある程度の概要を整えるということで

あれば、ことしの６月１１日の入札があってある程度この部分までわかったというのは、

これは正直なお話ですので。それと、もう一つ、これは２カ年の事業でございますので、

来年度に向けて、つまり２カ年目の内部改修、ここのところが単位制としてはある程度重

要な部分と考えていますので、ここのところは学校と情報を共有しながら、少なくとも要

望はしますが、その返答は返ってはこないのですが、ここの部分も既に今年度から始めて

おりますので、そこの部分は今後来年度の予算に向けては今まで同様に活動を進めたいと

いうことでございますので、実際に状況がわかってくるという段階できちんと報告をさせ

ていただくという予定でございました。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 いつも行政と議会は両輪だと言っていますよね。私たちも砂川高校のこ

とをとっても大事に思っています。市内で１校の高校です。どんどん生徒が減っているの

も事実、クラスの減っているのも事実です。この学校が少なくとも外見にも新しく見えて、

中も改造されているということになったら大ニュースなのです。早く知りたいのです。そ

して、私たちの要望も、それは実現しないかもしれない。だけれども、こうしたらどうな

のだろう、ああしたらどうなのだろう、そのことを次長や教育長が向こうに要請をしてい

ってもらいたい。ここで両輪って動き始めるのではないのですか。入札まで終わる。この

状態です。設計ももう済んでしまっている状態で知らされたって、何にもできないではな

いですか。そこから先どう変更になるかなんて、まずあり得ないことでしょう。違います

か。設計まで決まってしまっている段階で何か変わっていく要素って出ますか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 実施設計ができ上がりまして、今年度は外部の改修ということ

でございますけれども、次年度は内部、この内部に向けて砂川高校のほうでは、私たちに

も提示していただいておりましたけれども、独自要望ということで内部の改修の砂川高校

としての要望というのを上げております。これについて今後市教委としては、実施設計か

らはみ出ている部分だとは思いますけれども、ぜひ取り入れてほしいという要請はこれか

ら続けていきたいと思いますけれども、それについて予算、事業の中に反映されるかどう

かについては今のところはわかっておりません。要望は続けていきたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 もうちょっと議会と仲よくやりませんか。我々もいろんな声を聞いてい

るはずなのです。親の声も子供たちの声も聞いているのです。何で委員会に言えないのか。

言ったって全然おかしくないことではないですか。少なくとも去年、設計の入札が行われ

て、もう実施設計が行われているのです。実施設計というのは、中をどうするかという設

計ではないですか。何でそのときに言えないのですか。そこが私はわからない。議会と教
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育委員会との関係というのが本当にわからないところなのですけれども、そこをこれ以上

責めたってどうしようもないのですけれども、詳しく中身なのですけれども、総事業費は

一体どのぐらいになるのでしょう。実施設計ができているとなれば、内部もどのぐらいの

改修が行われていくのか、単位制ということについて特色ある単位制ということに向けて

何か特色あるような改修が行われるのか。あるいは、ことしは体育施設についての設計が

行われるということが、これもホームページには書かれているのですけれども、グラウン

ドなのか、体育館なのか、前の北高の今野球部が使っている野球場なんかはどうなるのか、

その辺のところを詳しく教えてください。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 事業費につきましては、一昨日入札が行われまして、外部工事

で落札額にいたしますと１億５，３６０万、こういう事業費で今年度の外部改修は行われ

るということでございます。２つ目の内部改修の事業費につきましては、道に照会したと

ころまだ未定ということでございます。公表できないということでございます。ただ、内

容につきましては、この２カ年で行う工事については大規模改造事業という事業の位置づ

けでありまして、教育環境の改善、建物の耐久性の向上、長寿命化を図るということを目

的とした事業が基本となっております。したがいまして、老朽化した部分の内部の改修と

いう工事だという状況しかまだお示しされておりませんので、そのような内容ですけれど

も、単位制の特色の改修といった部分については基本的にはここの部分には入ってきませ

んが、先ほど申し上げたとおり、砂川高校独自で単位制にかかわる部分というのは要望し

ております。その部分は、教室の間仕切り、今もございますけれども、これをまた違う教

室でふやしたいと。単位制の学校ですから、個別面談をするケースが多い。そういう教室

が欲しい。それから、生徒が交流できるようなスペースを生徒玄関付近につくってほしい

という内容の部分も単位制の改修の中に要望として盛り込まれているところであります。

これにつきましては道教委のほうに要望しておりますけれども、これについてはそこの事

業の中に盛り込まれるかどうかについては今のところ未定でございます。それと、体育施

設、こちらのほうにつきましては、今現在わかっているものにつきましては武道場、こち

らの実施設計というところまでしか把握しておりません。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 今年度だけで工事費１億５，３６０万ですよ。大きな改修ではないです

か。入札が終わった後でこうやって聞いてなんなのですけれども、市長も聞いていてほし

いのだけれども、道の事業だって地元がとれる可能性はありますよね、当然。早く知って

いれば、もっともっと地元も早く動ける可能性があるはずなのだと私は思うのです。これ

は、多分あしたかあさってに新聞の記事になると思うのですよ。だって、それぐらいの大

きな内容ですもの。外壁だけで１億３，０００万、内部だって同じぐらいかかっていくだ

ろうし、しかもこれから体育施設ということになっていけば、さらにまた大きな工事費に
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なるのです。こういう感覚ってどうして教育委員会の中から生まれてこないのか。何で道

から知らされない限り我々に知らせられないのだろうというのがどうしても私の感覚では

わからないのですけれども、どうしてなのですか、教育長。どうしてこんなに大きな工事

を道がやろうとしているのに、早く公表することによって経済的にも何か動くかもわから

ないと、そのぐらいまで考えていただきたいなと思うのですけれども、そういうことは教

育委員会では無理なのでしょうか。

〇議長 飯澤明彦君 教育長。

〇教育長 髙橋 豊君 時期的な部分というのはございますけれども、先ほどもお話しし

ましたけれども、私のほうでも何回か道教委のほうは伺っています。もし改修工事等があ

れば、当然に地元企業というようなお話もさせていただいてはおりますけれども、そこの

ところにつきましても道教委からは全くのノーコメントということでございますが、ただ

これは１度、２度ではありませんので、何回もお話はさせていただいていますし、恐らく

結果をごらんいただければ少しはそのお話も通ったのかなというような気はいたしており

ます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 陰ながら何かやっていらっしゃった教育長のお話なのかなとは今思いま

すけれども、少し情報というのを早目、早目に。特に常任委員会というのは、お互いにざ

っくばらんに話し合える委員会のはずなのです。だとすれば、もう少し早目に、ぜひ今後

も議会と両輪でいってほしいなと思います。詳しい内容は今後委員会等でも出てくるので

しょうし、今も大体わかりましたので、次のほうに行きたいと思います。

シングルマザーにうれしい移住施策ということで今回２点目でやらせてもらったのです

けれども、何で今回やったかというと、６月１日の広報すながわを見ると、福寿園の介護

職員の募集で、年齢は問わない、資格がなくてもよい、働きながら資格が取れるとか、あ

るいは臨時、パートの保育士募集とか、この前市立病院に行ったのですけれども、病院の

テレビでは急募と書いてありまして、職員を急募しているという、そこには看護助手なん

かも含むような広告が出ていたのですけれども、砂川にとってみると、女性に適したとい

うか、これはちょっと問題があるかもしれませんけれども、例えば看護職であろうと、介

護職であろうと、保育職等であろうと、やはり女性のほうがなりやすいような職種だと思

うのですけれども、そちらのほうが非常に人手不足だというのがすごく今わかる状態です

よね。市内で今までも介護職が不足しているからとかといろいろな募集がかかっていまし

たけれども、なかなかうまく応募されてくれる人方がいらっしゃらないのではないかなと

思ってはいたのです。これは集まらなかったら、本当に困ってしまうことになると思うの

です。

先ほども質問のところで言ったことなのですけれども、都会では子育てにとっても、保

育所も満杯で困っているシングルマザーが多くいるということを聞いたものですから、こ
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こを上手にうまくマッチングしていけば、たくさんではないにしても数多く都会の方々が

来てくれるのではないかなという思いで今回お話をしているのですけれども、砂川はずっ

と市長もおっしゃってこられていて、特に働く女性に優しい子育てということを充実させ

ようと市長はこれまでやってこられました。公営住宅のほうも、どんどん空き部屋も今砂

川ではふえているのです。一番いいのは、砂川には待機児童という問題はないのです。働

く女性に優しい子育て支援というのは、病児病後児保育だとか、あるいは保育所を多子世

帯は無料にするとか、市長がずっと言ってこられたのは、先ほどから言っている働きなが

らいる女性の子育てのしやすさということをメインにやってこられたということを考える

と、都会と我が砂川とを、上手にここを結びつけると意外と来てくれるのではないかなと

私は思うのですけれども、この辺のところというのは、今総務部長はシングルマザーに特

化してということは今のところ考えていないと言われましたけれども、今私が言った砂川

で困っていること、それから都会でもしかしたら可能性があることということは何となく

ご理解をされるかどうかをお伺いしたいのですけれども。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 議員さんご指摘のとおり、全国的な部分もございます。医療、

介護にかかわるマンパワー不足というのは十分承知しておりますし、市長がこれまで行っ

てきている政策としての女性が働きやすい、共働きも含めてですけれども、子育ての支援

というのも十分砂川市でも行ってきているというのは理解しているところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 そこまでは理解をしていただいた。だったとすれば、先ほども移住施策

を平成１９年からやってきたのですけれども、残念ながら５世帯１０名ぐらいしかまだ今

のところいないというようなお話もあって、毎年毎年これも予算をかけて移住のためのい

ろんな活動を民間の方々も含めてやっていただいているのです。でも、なかなか効果が思

うように上がってこないということがあるのだろうと思うのです。先ほど北海道移住まる

ごと体験モニターというのをちょっとお伺いしたのですけれども、私も民間の移住定住促

進協議会の昨年度の報告書をずっと読ませていただくと、あれっと思ったのが移住まるご

と体験モニターというところだったのです。先ほどもお話があったように、介護職の就業

体験ができることで砂川市を選んだというところは、来られた女性の方がそうやって言っ

ていらっしゃること。

それから、北海道での冬の生活体験、この方はどこの方だったのかな、本州の方なので

すけれども、やっぱり車の運転だとか雪の多さが不安だったのだけれども、介護職という

ことについての就業体験ができてよかったと言われているので、都会の方々でも、実は私

もそうなのですけれども、３０歳のときに東京からこっちに移り住んできた移住者ではあ

るのですけれども、都会の生活にもう疲れてしまったというときがあるのです。都会に疲

れてしまったのだけれども、どこか広い大地に行きたいなと、すごく北海道に憧れて私も
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来たのです。といっても、観光地ではいいけれども、余り都会から離れたところってなか

なか行くのも難しいのです。そういう点からすると、この砂川というのはとってもいいと

ころなのです。私も３０歳から、こっちに来たのが長いぐらいまでここで住み続けていま

すけれども、札幌にもすぐ出られますし、ちょっと田舎の砂川でとっても便利な場所だし、

もっといいのは大きな病院があってとにかく安心できるしということをいろいろ考えてい

くと、なかなかいい砂川だと思うのです。

ですから、いい砂川にできれば都会でちょっと疲れた人たちに来てもらったら、砂川は

砂川でいいし、介護や看護や保育、足りないところにやっていってもらえればいいし、福

寿園なんかはさっきも言ったように年齢は問わないのですと、資格がなくても働きながら

資格が取れるのだと、こういう必死な人材募集をしているわけですから、だったらそこの

ところをうまく移住施策の中でも、これだけやっていきなさいというのではないのですけ

れども、シングルマザーを少しターゲットに入れるようなやり方というのはあっても私は

いいのではないかなと思うのですけれども、先ほどは特化ということで言ってしまうと、

なかなかやりましょうと言いづらいとは思うのですけれども、シングルマザーも移住、定

住の一つのターゲットとしてやっていくということぐらいだったら何とか考えられるでし

ょうか。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 今ほどお話があるとおり、先ほど答弁しました特化というのは

なかなか難しい。それから、全国を見ますとシングルマザー向けの移住の相談会等々をや

っている市町村がございます。そこを見ますと、移住してきていただいた持参金といいま

すか、引っ越し料を見ますですとか、育児に係る育児手当を出しますだとか、１人当たり

二、三百万のお金を使って、来てくださいという、特別にシングルマザーのみという方法

をやっているものですから、そこまでは砂川市としてはやるつもりはないというところで

答弁させていただいております。

近年１９年からずっとやってきているのですけれども、移住、定住してもらうに当たっ

て、仕事がなくてなかなか若い世代の人が来れないというのは移住定住政策の中で非常に

言われているところでございますし、問題意識としてはしっかり持っているところでござ

います。ここ数年それらの問題解決に向けて、どういう仕事があるだろうかというのを事

前にこちらで情報を収集しながら東京へ出かけていくという手法も少しずつ取り入れてき

ておりますし、ことしについても特に市内のジョブスタの協力会社さんもいらっしゃいま

すので、そこの業者さんに従業員の募集とかあるでしょうかというものも聞いております。

そんな中で仕事も含めてありますということで、今移住、定住の首都圏の本気の移住相談

会ですか、そういうものにも参加しようと思っておりますし、また一昨年から協力隊のほ

うで情報発信ということで移住の情報発信の中では、やはり子育てに優しいという部分は

昨年とことしと強く前に出してやっておりますので、それについても移住の皆さんへとい
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うことでメッセージをつけて、子育てに優しいところですよという方法でこういう移住策

をやっておりますので、見ていただければシングルマザーさんにも優しいものだとは思っ

てもらえるのでしょうけれども、全国１，９００以上ある自治体、そのうちの砂川という

ところではＰＲは上手ではないかもしれません。１つずつですけれども、その辺単身者も

含めて、高齢者も含めて、仕事もあるというところを含めて移住してもらう対策をこれか

らも進めていこうと思っておりますので、特化はしませんけれども、単身の女性、それか

らひとり親家庭も含めて積極的にこれからも移住対策をしていきたいと思っております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 本州ばかりでなくても、札幌もその対象に大いになりますよね。札幌か

ら見てみると、砂川って余り中まではわからないのだろうと思うのです。旭川と札幌の中

間ぐらいだよねという話で、砂川にこんな大きく立派な病院や、今回も福寿園がまた大き

くなりましたけれども、こんないい介護施設があるというのもなかなかわからないのだろ

うと思うのです。だから、働く場所として、特に女性が働く場所としていい働き口がここ

にはあるのだということももっともっとアピールして、その中にシングルマザーが来ても

らっても非常にいい働き口もあり、生活環境もあり、子育て支援もあるということを私は

もっともっと訴えながらやっていければいいのではないかなとは思うのです。これまで働

く女性の支援を一生懸命してこられた市長なのですけれども、市長、この辺のことってど

んなお考えになりますか。今までのなかなかうまくいっていない移住政策とのミスマッチ

等、もう少し加えてこういう施策もちょっとやってみないかなと私は思うのですけれども、

いかがなものでしょうか。

〇議長 飯澤明彦君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） シングルマザーの介護職への移住政策ということで、移

住自体は大事なことですけれども、私自身は何回かほかの議員さんの中でご答弁申し上げ

ているのは、移住特化というよりは砂川の人口の減少をいかにとめるか、その中には移住

もあるけれども、もっと基盤整備をしながら、人が入ってくるような施策もあわせてやら

ないとだめですよというところに私の本当の主眼があるわけでございますけれども、小黒

議員が今回提案されたのは、介護職がそれほど不足して深刻になっているから、その解消

策の一環としてこういう施策はどうですかというご提案だと思っておりますし、その点で

は同じ位置に私も立っていると思っています。ただ、否定するわけではございませんけれ

ども、シングルマザーの方々が介護職に行くには、報酬の問題もあるけれども、処遇の問

題で、交代勤務に入ってしまうと子供がいるとなかなか難しいという一番の問題点がござ

いまして、子供の年齢にもよるから一概に否定はいたしません。ただ、そういう難しさも

あるということも小黒議員には理解していただきたいし、かつて小黒議員さんがいろんな

提案をされたときに私は２回ほど却下しております。ただ、年数がたったときにそれを私

はやったというのがございまして、大分小黒議員には怒られたのですけれども、言った時
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点が早過ぎて、まだその基盤整備ができていないときに言われるものですから、その時点

では難しかったけれども、後になるとそれが重要施策に上がってきた、順位が上がってき

たというのがあってやったのがあって、決して小黒議員に意地悪したわけではございませ

ん。

それで、今言われたシングルマザーについても、介護職の不足というのはずっと続くの

だろうと。それで、砂川市は今度介護ロボットを導入して介護職の負担を軽減しようと、

人を見つけるのは、今の国の報酬制度の中では人件費をそんなに見てくれないという制度

になっているものですから、介護職を見つけるのは至難のわざになってくるというのがご

ざいますので、まず第１弾は介護ロボットを入れながら、介護職の負担を軽減しながら乗

り切っていこうと。ただし、それで全部やれるかといったら、恐らくそれでも難しいとき

が来るのだろうというのも踏まえますと、小黒議員の言われたのをもう少ししっかりと検

討して、実現できる可能性もないわけではないものですから、頑張って検討したいと思っ

ております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員の質問は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 最後の図書館の雑誌コーナーの充実についてお伺いしようと思います。

最近図書館へ何回か行ったのですけれども、公民館もきれいになったし、図書館はちょっ

と暗いし、人も余りいないのです。これから新庁舎が建つということもあって、もう少し

図書館が明るく活気が出るといいなと思いながらいるのですけれども、事務報告書を見て

いくと貸し出し者数というのがあるのです。ここは１万５，６１７人、一番新しい平成２

９年度ではそうなのですけれども、図書館って来館者の数というのはわからないのですか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 来館者の数につきましては、カウンターのほうで手動でカウン

トしております。図書館の来館者の方の動きについては非常にゆっくりというか、そう速

いものではないので、ほぼ大体このような数だということで集計した数を申し上げますと、

平成２９年度で２万２，２８４人の来館者がいたというところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 貸し出し者数というのは本を借りた人の数なので、私みたいに雑誌だけ

ぱっと見て帰るという人も間違いなくいるということだと思うのです。雑誌のコーナーを

見ると、以前にも他の議員からもお話があったのですけれども、ちょっと寂しいのです。

雑誌って意外と何かのついでに、もうちょっと時間あるからなといって、図書館に寄って
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ちょっと見ていこうかという、このパターンはあると思うのですけれども、ちょっと調べ

てみると１０４冊ぐらい置けるところ、書架があるのですけれども、３０冊分ぐらいは空

き状況と今なっていて、さっきも質問で聞きましたけれども、何となくかたい本が多いな

と思っています。滝川図書館も結構よく行くのですけれども、滝川図書館というのは雑誌

コーナーがすごく充実しているのです。次長、滝川図書館の雑誌コーナーへ見に行ったこ

とはありますか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 滝川図書館には行ったことがございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 雑誌コーナーが結構充実しているというのもおわかりでしょうか。あそ

こまでいくにはなかなか難しい点というのは、どんな点が難しいのでしょう、お金ですか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 管内でも滝川市以外でも雑誌の豊富な図書館というのがありま

して、情報交換をしている中では、寄贈の形でやられているので、雑誌の種類は確かにふ

えているという状況はあります。ただ、一部課題として、急に寄贈者が例えば入院ですと

か、転居ですとか、そのような事情で途切れてしまうといったときに、逆に読まれるユー

ザーの方がないではないかというようなことも少々課題として残っているということもご

ざいます。ただ、雑誌がふえているという部分はありますけれども、砂川市も先ほどご答

弁申し上げたとおり１団体、４個人から５つの寄附、寄贈をいただいているものがありま

す。これらについて今後効果的に、先ほどの１回目の答弁と同じですけれども、運用しな

がら充実については考えていきたいと思っているところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 滝川図書館へ行って、何でこんなに雑誌が多いのだろうというのを調べ

ていくと、おもしろいことをやっていたのです。きのうの一般質問の中で市長はとっても

いい答弁をされていまして、新庁舎の関係のことだったのですけれども、これからは職員

の事務所ということではなくて、新庁舎がまちの魅力を上げる一要素になっていくように

考えているというように市長がお話をされていまして、この辺というのが少し変わってく

るかもしれないなと思うと、さっきから言っているように図書館ももうちょっと、庁舎に

来たついでに寄りやすいような図書館になっていったらいいかなと思うのですけれども、

先ほどの滝川図書館はどうしているかというと、ささえ隊という仕組みをつくっているの

です。それは何かといえば、企業や団体、個人から１年間単位で雑誌の寄贈を受けている

のです。企業の場合は、ファイルの裏表紙に図書館が作成した広告を掲載するのです。こ

うやっていくと図書館からお金を出さなくても雑誌がふえていく可能性があるし、企業に

しても年間２万人ぐらい来てくれるのだとすればＰＲ効果もあると考えてもいいのかなと

思うのです。ぜひこんなような試みを今後やってほしいと私は思っていまして、この辺の
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仕組みというのはおわかりだったでしょうか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 隣町でございますから、大体の概要については企業、そして空

知管内の個人、そして企業からの寄贈によって１年間という期間で寄贈方式で雑誌を集め

るというようなこと、さらにはその企業の広告を、雑誌の裏面になりますけれども、そこ

に広告を載せたりするというようなことで私どものほうとしては把握しております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 これから言おうとしたこともみんなわかっていらっしゃるのですね。で

は、あとはこういうのを一回やってみたらどうかなということなのですけれども、その考

えはいかがですか。

〇議長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 滝川市の部分ですけれども、先ほど答弁したような内容という

ことで雑誌がふえている。砂川市の図書館につきましては、正直雑誌については多くない

という認識がございます。滝川市でやられているそれらの方式も含めて、これから市役所

も建って、図書館に気軽に寄りやすいという環境をつくるという中でいけば、図書館全体

の蔵書の中でこの雑誌についてもどういう方法がいいのかと、滝川市の事例も参考にしな

がら検討はしていきたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 民間の協力を得ながら、民間は民間として広告という、ＰＲというよう

なメリットもあってというやり方というのは、本当にこれからいいやり方なのではないか

なと実は思っていまして、最初は図書館から始めてもらえると、今雑誌のコーナーという

のもあるので、一番いいかなとは思うのですけれども、実は今後こういうやり方を、最初

にやってもらってもいいのですけれども、病院でやってくれるといいかなと、それも思っ

ているのです。病院は今図書のコーナーというのがちょっと奥まってしまっていて、受付

のもうちょっとそばに結構椅子があったり机があったりするところがあるので、あの辺に

こういう仕組みでやると待ち時間の解消なんかもいいかなと、そちらのほうは聞きません

けれども、図書館の場合いろんな意味でなるべく人に気軽に立ち寄ってもらえるような雑

誌コーナーの充実を今後お願いして、一般質問を終えたいと思います。

終わります。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 （登壇） それでは、既に通告してありますように、大きく４点につい

て市の見解を伺ってまいります。

まず、大きな１点目は、行政文書の電子化と公文書管理についてであります。中央省庁

において公文書管理をめぐる大きな問題が発生しました。公文書は、行政の事業決定など

の過程を記録し、政策の実施過程を明らかにする重要な文書であり、時として市民への説
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明責任を果たす際にも必要な資料となり得るものです。また、情報技術の発達により、近

年では行政文書を電子化したり、電子決裁システムを導入し、業務効率の向上や災害時の

業務継続などに役立てている自治体もあります。技術の発達に伴う対応と扱う情報の適正

管理のために必要な制度の構築が見込まれるため、以下について伺います。

（１）新庁舎建設に向けての取り組みもいろいろと進んでいる中で、行政文書の電子化

及び電子決裁システムの導入等についてはどのように考えているのか。

（２）公文書の重要性に鑑み、その管理等については現在の文書事務取扱規程ではなく、

公文書管理法上も地方自治体の努力義務とされている公文書管理条例を制定して管理を行

っていくべきではないか。

次に、大きな２点目は、集会施設に対する管理、解体助成のあり方についてであります。

市内にある集会施設については、指定管理団体に管理を任せているものや複数の町内会で

協議会をつくり管理を行うものなど、さまざまな形態のものがあり、また砂川市公共施設

等総合管理計画において示されている集会施設を所管する部署は各部にまたがっています。

これらの施設の管理運営については、町内会の縮小化や役員の高齢化などの課題がありま

す。そのため、例えばことしの大雪のような場合には屋根の雪おろしといった除雪にも支

障を来したり、思い切って集会施設を解体するに当たっても、何もそういうものに対する

補助や助成がない中では維持することも解体することも困難であるという管理団体の方の

声も聞きます。こういった課題に対する対応について、過去には委員会における質疑にお

いて、全市的にかかわる問題であるので、それぞれの集会施設を持つ部が集まって庁内で

協議を行って、市として統一的に一定の方向性や考え方を出したいという話も伺っていま

すが、改めて市の考えを伺います。

次に、大きな３点目は、医療従事者確保策としてのインターンシップ制度の導入につい

てであります。３月議会でも取り上げたように、地方においては医師以外の医療従事者に

ついて募集をかけてもなかなか応募がない職種もあります。医療は、それぞれの専門職が

置かれて、チーム医療の推進や治療から退院支援といった幅広い業務を担っていることも

あり、それらの業務に携わる職員がきちんと確保されることは市立病院の機能強化と職責

を果たす上でも欠かせません。

そこで、札幌などの大学や専門学校など、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、臨床

心理士、歯科衛生士等といった医療従事者を養成する学校に対して、滞在型等のインター

ンシップを働きかけるなどして砂川市立病院の認知度を高めていくというような手法も取

り入れていくべきではないかと考えますが、市立病院の見解を伺います。

最後に、大きな４点目は、市立病院に設置された訪問看護ステーションについてであり

ます。市立病院では、従来からみとりを含めて、患者さんが住みなれた地域や場所で療養

することができるように在宅医療にも取り組んできましたが、この４月から訪問看護ステ

ーションを設置して、さらなる在宅医療提供体制の強化を図ろうとしています。そこで、
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以下について伺います。

（１）訪問看護ステーション設置に至る経緯とその役割について。

（２）市内には医療機関である市立病院以外にも訪問看護ステーションがありますが、

医療と介護は密接に関連する分野でもあることから、この連携についてはどのように考え

ているのか。

（３）訪問看護ステーションの設置に当たり、人員の配置を含めて今後の体制について

どのように考えているのか。

（４）在宅医療の強化が目的となれば、今後は一定の診療補助が行える特定行為看護師

の養成もあわせて検討していかなければならないと考えますが、その点についてはどのよ

うに考えているのか。

以上のことをお伺いしまして初回の質問といたします。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） それでは、私から大きな１と大きな２についてご答

弁申し上げます。

初めに、大きな１、行政事務の電子化と公文書管理の（１）行政文書の電子化及び電子

決裁システムの導入等についてご答弁を申し上げます。行政文書の電子化についてであり

ますが、行政文書の電子化とは、紙文書ではなく電子データを文書として活用するもの、

または紙文書をスキャナーなどで読み込み、紙に印刷するイメージを電子データなどとす

るものなどがあります。この電子化によるメリットとしては、紙文書として印刷しないた

めペーパーレス化が図られ、保管場所の縮小や印刷コストの削減、一つの文書を複数人で

共有できるなどが挙げられます。本市における行政文書の電子化の取り組みとしましては、

市役所全体の取り組みとしては市役所内部における会議の招集や会議の出欠の確認のほか、

連絡事項の伝達や周知の際にはペーパーレス化を図っておりますし、今年度は土木課にお

いて大型複写機を購入し、書類保持の観点と保管場所縮小のため、大量に保管する工事図

面をスキャナーで読み込み電子化する取り組みを始めているところであり、行政文書の電

子化については一部の事務で順次行っているところであります。

また、電子決裁等のシステム導入についてでありますが、現状では決裁事務は紙文書に

より書類や資料等を添付し紙文書を回付し、行いますが、電子決裁は電子化された文書を

パソコン内で内容を確認し、決裁を行うものであり、ペーパーレス化と書類の回付時間の

短縮が図られると言われております。この電子決裁システムの導入については、今年度生

活保護事務でシステムのリプレースに伴い、同システムに起案から決裁に至るまでの事務

処理過程が標準装備されているため、福祉事務所内における一部生活保護の事務において

実施する予定でありますが、電子決裁を導入するためには決裁に係る全ての文書が電子化

されていなければならないため、現在のところ全庁的な導入は予定していないところであ

ります。
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次に、（２）公文書管理法に努力義務とされている条例の制定についてであります。公

文書等の管理に関する法律、いわゆる公文書管理法は行政機関による公文書の作成、管理、

保存、廃棄、公表について統一ルールを定めた法律であり、平成２３年４月から施行され

ておりますが、その中で地方自治体は文書の適正な管理に必要な施策を策定し、実施する

よう努めなければならないとされており、平成２９年１０月現在、公文書管理条例を制定

している自治体は全国で１６市町村でございます。条例の制定につきましては、現段階で

は予定はなく、本市における公文書の取り扱いとして砂川市文書事務取扱規程を定め、文

書の管理に必要な施策を講じておりますので、今後ともこの規程により適正な運用に努め

てまいるところでございます。

次に、大きな２、集会施設に対する管理、解体助成のあり方についてご答弁申し上げま

す。市内にある集会施設は、市の会館建設等補助を活用し、地域の町内会が自主的に建設

した町内会館が２０件、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的に市が建設した老人

憩の家が５件、公営住宅の建設に伴い、入居者が利用することを目的として市が建設した

集会所が２件、地域の要望により大規模な集会施設を市が建設、または市が買収により取

得したコミュニティセンターなどが５件、集会施設の建設まで至る経過はさまざまであり

ます。また、施設の維持管理においても、単一の町内会で維持管理する施設や複数の町内

会で組織し、維持管理する施設、市の施設として指定管理者が維持管理する施設など、施

設を維持管理する形態もさまざまであります。これらの集会施設を市で所管する部署は、

総務部、市民部、保健福祉部、建設部などであり、これまではそれぞれの部署が施設を維

持管理する地域団体と協議し、対応を図ってきたところであります。

しかしながら、近年集会施設を管理する団体で維持、運営に苦慮してきている団体があ

るとのことから、市の関係部署が集まり、現状と今後の対応策について検討協議を進めて

いるところであります。協議の中では、多くの集会施設の共通点として維持管理する団体

の会員数の減少や葬儀等の利用減少による収入減があり、これらを要因として施設の運営

が厳しくなってきているものであります。市としましては、集会施設の建設に至るまでの

経過や施設を維持管理する各団体の費用負担が全く異なるため、各施設に対し統一的な助

成は困難であるものと考えますが、集会施設は地域住民のコミュニティの場、交流の場と

して重要な施設だと認識しておりますので、各団体に対し公平な中で施設を維持するため、

市としてどのような手法が可能なものか引き続き検討を進めているところでございます。

また、ご質問の中の集会施設を解体するに当たっての市の補助や助成についてであります

が、現行の会館建設等補助規則は町内会が会館等の建設、または施設の維持に係る補助と

して建設または改築等の費用の３分の２を市が補助するものであり、平成２５年４月から

施設の長寿命化のため、新たに屋根の塗装、床の取りかえ、暖房機などの設備に係る修繕

も補助対象に加え、さらには消防設備点検については全額補助するものと改正したところ

でございます。この補助制度は施設の解体、除却は補助対象ではございませんが、施設の
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老朽化により解体等を行う場合、町内会において代替施設が確保され、地域のコミュニテ

ィ活動が後退しないことが担保されているような条件のもとで施設の解体、除却について

は補助対象とすることについて現在検討しているところでありますので、ご承知おきくだ

さい。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 私から大きな３の医療従事者確保策としてのイ

ンターンシップ制度の導入についてご答弁申し上げます。

医療従事者の採用につきましては、それぞれの職種の適正配置や所属職員の年齢構成な

どを考慮し、行っており、その募集に向けては各種大学や専門学校への学校訪問や学校主

催の就職説明会に参加するなど、さまざまな取り組みを行っているところであります。平

成３０年度の医療従事者確保に向けては、１６職種に対して募集をかけたところでありま

すが、応募のなかった職種は助産師、臨床心理士などの４職種でしたが、欠員補充のため

に募集した職種につきましては確保することができたところであり、病院機能が低下する

ことがないよう努めているところであります。

ご質問の医療従事者の確保対策としてインターンシップ制度の導入についてであります

が、当院は各種大学や専門学校の臨地実習施設となっており、平成２９年度の実績で申し

上げますと看護師７校、助産師１校、薬剤師３校、臨床検査技師１校、理学療法士２校、

作業療法士５校、言語聴覚士２校、臨床工学士２校、栄養士２校、精神保健福祉士３校、

社会福祉士１校と契約を結んでおり、１６０名の学生を受け入れております。この臨地実

習は、カリキュラムの中で決められ、国家試験の受験資格の要件となっており、臨地実習

に来られる学生には当院の雰囲気を実際の現場で感じていただき、知識や技術の習得など、

実りある臨地実習となるよう対応しているところであります。一方で、インターンシップ

は実際にその仕事を体験しながらその病院の雰囲気を中から感じ、自分自身の適性を知り、

仕事と社会について学生の立場との違いを明確にすることが目的とされておりますが、当

院で受け入れしております臨地実習もインターンシップの目的とほぼ同様のものと考えて

おり、インターンシップ制度の導入については考えていないところであります。今後にお

いても臨地実習の受け入れなど、より効果的な求人活動を継続しながら、当院の魅力を肌

で感じていただき、医療従事者の確保に努めてまいりたいと考えているところであります。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 山田 基君 （登壇） 私から大きな４の市立病院に設置された訪

問看護ステーションについてご答弁申し上げます。

初めに、（１）訪問看護ステーション設置に至る経緯とその役割についてでありますが、

当院はみとりを含め、患者さんが最後まで住みなれた場所で療養することができるよう、

がんの終末期や神経難病などの患者さんに対し、地域医療連携室の看護師が可能な限り訪

問看護を提供しております。現状では、昨年市内の訪問看護ステーションが２４時間対応



－88－

が難しくなったこともあり、当院の訪問看護で対応していますが、今後も訪問看護を必要

とする患者さんがふえることが予想されることから、さらなる在宅医療体制を強化すべく、

４月より訪問看護ステーションを設置いたしました。役割といたしましては、現状に加え、

人工呼吸器管理など医療依存度の高い患者さんに対し、２４時間体制での支援を含め対応

していきたいと考えております。

次に、（２）他の訪問看護ステーションとの連携についてでありますが、現在実施して

いる訪問看護は、当院の医師が訪問診療を行っている患者さんや２４時間対応が必要な患

者さんを優先して実施しております。今後は、地域の担当ケアマネジャーさんや患者さん、

その家族のニーズを踏まえ対応していく考えであり、予防訪問看護や２４時間対応が必要

のない患者さんなどについては今までどおり地域の訪問看護ステーションと役割分担をし

た上で対応していきたいと考えておりますが、実施においては関係機関と連携を密にして

まいりたいと思います。

次に、（３）の今後の体制についてですが、現在砂川市立病院訪問看護ステーションと

しての申請作業を進めており、今後は専用車の購入など必要な設備を整備し、対応してい

く予定であります。なお、人員については、現在は常勤換算２．５人の看護師で行ってい

ますが、今後対象患者の動向を見ながら人員の配置について考えてまいります。

最後に、（４）の特定行為看護師の養成についてですが、特定行為の研修を受講して、

認められると医師の作成した手順書があれば一定の医療行為ができるようになり、患者の

状態を見きわめ、必要な医療サービスを適切なタイミングで届けるなど、速やかに対応す

る役割が期待されています。本制度は、今後の急性期医療から在宅医療等を支えていく看

護師を計画的に養成することを目的としていますが、研修期間が長期間であることなど事

業の進捗が低調であることから、講義などをｅラーニングを活用した研修が可能になるな

ど研修の内容も変わっていく中で、看護協会でも取り組みを強化するようですので、動向

に注目し、当院の在宅医療に必要な特定医療行為がどのくらいあるのかを含め、養成につ

いては調査研究してまいりたいと考えております。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 それでは、順次再質問をしてまいりますけれども、まずは大きな１点目

の行政文書の電子化と公文書管理についてであります。これは、今テレビ、新聞等でも非

常に報じられていることでありますけれども、確かに中央省庁と地方自治体というのはそ

れぞれの抱えている役割というものは違うのかもしれませんけれども、公文書をしっかり

と管理をする。どちらにしても、中央省庁であっても地方自治体であっても、政策を決め

て、それを実践していく途中のプロセスというのは、後々の検証に耐え得るものでなけれ

ばいけないと思いますし、市民共有の財産であると思っております。かといって、従前ど

おりの紙媒体にしてしまうと、これは非常に管理に手間暇がかかってしまうことと、ＩＴ

とかＩｏＴと言われていますけれども、今はさらにそれに加えてＡＩを活用するといった
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ような話も進んでいる。情報化が進展している中では、行政もそれ相応の対応を考えてい

かないといけないと。ただ、これも私はいろんなところを調べてみましたけれども、行政

文書の電子化といっても、コストもかなりかかりますし、今ある紙媒体のものを電子化す

るといったことは言葉では簡単に言えるのですが、それを電子情報に置きかえる作業とい

うのも非常に煩雑な事務作業になってくると。機会を捉えないとなかなかできないのです

けれども、たまたま砂川市は、ずっと議論されていて市のホットトピックにもなっている

新庁舎の建設の話があって、そういった大きな事業が行われるときにあわせてやるという

考え方も一つの考え方としてできると思うのです。

先ほどの１回目の答弁を聞くと、もう既にできるところから取り組んでいるというよう

なお話でありましたけれども、今後庁舎建設というのが数年先に控えている中において、

大きな基幹システムを入れるとなれば、大きな庁舎建設とかをやったときでないとなかな

か難しいのかなと思うのですけれども、部分、部分のパーツ、パーツで入れているという

ような状況は今わかりました。ただ、ご承知のように、何度も繰り返しになりますけれど

も、新庁舎建設が先に見えている中で、大きな基幹系のものとして新庁舎建設にあわせて

行政文書の電子化というのは今市役所の中で議論されていないのかどうか。つまり一般市

民の方も、それから市外に住んでいる方も、今はスマートフォンも持っていますし、パソ

コンを持っている方もふえてきていると、お年寄りであっても使う方がふえている中で電

子社会になっていることを考えるのであれば、行政がその流れに乗りおくれることもいけ

ないのかなと思うのですけれども、その点について、今市役所の中では新庁舎建設に向け

て行政文書の電子化といったようなことが議論されていることがあるのかどうかというこ

となのですけれども、その点というのはいかがでしょうか。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 庁舎建設に伴っての文書の電子化ということでございます。文

書自体、市の行政文書は非常に膨大な数がありまして、新庁舎建設に当たっても文書管理

をしている総務が全庁的に調査等々を開始してやっております。新庁舎における文書量と

いうのもどの辺になるかというのはまだはっきりしておりませんけれども、決まっている

中で、決して必要のない文書を保管するためにわざわざ書庫を使うということにはならな

いというのは大前提でありますし、ただ庁舎建設と文書管理を一遍に改修するという部分

については、先進自治体でも確かにやったところもあるようでございます。その中では、

都市で今実際にやっているファイリングシステムをこの機会に導入しましたというまちも

ございまして、そのときは非常に煩雑な部分、職員全体で考えなければならないという部

分もあって非常に煩雑だったということで、一緒にやるものではないですよというお話も

伺ったところでございます。その部分で、当市としては現行のファイリングシステムとい

うのを基本に考えながら、庁舎建設に当たり不用な文書を破棄するような手続を今してい

るところでございます。先ほど言ったように、電子化については、システムに導入する部
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分、コンピュータシステム等に移動する部分があるので、もともと紙でつくったものをわ

ざわざ電子化するという手間がちょっとかかるという部分がありますので、最初の文書作

成時点から電子化されたもので機械の中でやっていくというのが一番しっくりした形だと

思いますので、そういう意味で今現在一部業務のことをやっていこうという考え方で進め

ているところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 全く何も取り組んでいないわけではなくて、できるところから始めてい

るのだなということがわかったのですけれども、今答弁に出てきてしまったのですが、私

も新庁舎建設のときに大きな基幹システムを入れて行政文書の電子化をした自治体のとこ

ろの実態を調べてみると、逆に職員にとって業務量がふえてしまったりとか、あるいは行

き漏れ、行きミスとか、きちんとデータ化されないような状況になるようなミスも誘発す

るというようなデメリットもあるのですというようなこともお伺いしたことがあって、そ

れはなかなか難しいのかなとは思うのですけれども、行政文書の電子化になっていかない

と、その次の電子決裁システムなんて当然進まないのでしょうし、ただ政府もこの５月の

下旬か６月の上旬だったと思いますけれども、さらなる電子政府の推進に向けて諸外国に

負けないように行政窓口をもっともっと電子化して国民の利便性を高めるのだというよう

な方針を打ち出しております。当然政府がそうなってくれば、それが何年かたってからに

なるか、すぐになるかはわかりませんけれども、地方のほうでも同じような取り組みで行

えるようにというような話にもなってくると思いますし、今回ペーパーレス化したという

のは、東日本大震災を経験した自治体の中では、あそこは沿岸部であったので、津波とい

ったような大きな被害があって、この砂川では余り考えられないのですが、さりとてここ

の地域も水害の浸水地域になるということも考えると、紙文書とかが全て水につかってし

まったり、あるいは火災で焼失してしまったりすると、なかなか情報を復活するのが難し

いと。特に東日本大震災のときには大規模災害でしたから、そういうのがあったのですけ

れども、行政文書の電子化をすると、今はクラウドとか、外のサーバーのほうにデータを

蓄積することによって行政の事務の能率化だけではなく、災害時であっても住民の皆さん

の例えば戸籍情報ですとか、その他の情報等を取り出すことができて、本人確認をするこ

とができたり、あるいは必要な助成、補助を受けるときの申請にも使えたりするようなメ

リットがあるというようなことも聞いております。

ですので、先ほど来の答弁は私は決して後ろ向きな答弁だとは捉えておりませんので、

これは今後の時代を考えていくと絶対行政が取り組んでいかないといけないものだと思っ

ておりますから、一度に大きなシステムをどかんと入れるのではなくても、今入れている

電子システムが徐々につながっていって、最終的には最初に基幹系の大きなシステムを入

れたのと同じような支障のないような形で運営されていけばいいのかなと思うのですけれ

ども、その辺は確認になるのですけれども、今後も随所において導入できる部署があれば
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導入を進めていくという方針というか、そういう進め方でいくというような理解でいいの

かというのをお伺いしたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 議員さんおっしゃるとおり、電子化という有利さが非常にある

文書はございます。戸籍ですとか、そういうのはもう既に電子化しておりますし、それが

紙媒体では保管していない。電子データであって、ほかの場所にあるので、庁舎がもしも

潰れたとしても再建できるというような有利性もあります。今後も行政文書、どこまでで

きるかというのは、もともと事業者さんが開発のソフトウエアなりに依存する部分もあり

ますので、どこまでできるかわかりませんけれども、方向性としては電子化が進むという

理解をしておりますので、その方向で進めていきたいなと思っております。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 ぜひそれはお願いをしたいと思います。

それで、次に（２）の公文書管理条例の関係なのですけれども、必ずしもこういった条

例をつくれば、何でも条例で解決するわけではないので、いいとは思いませんが、ただこ

うやってこれから新庁舎に向けて引っ越し作業があるときに、往々にしてあることなので

すけれども、行政の内部だけで判断をしてしまって、これはもう不用な文書だからといっ

て廃棄してしまうことがあると、これも先ほどの行政文書の電子化と関係する話なのです

けれども、電子化されていると容積をとらないものですから、とりあえずは一旦電子化し

ておいて、後で不必要であれば廃棄ということが可能なのですが、紙媒体のものは一回廃

棄してしまうとそれを復活させるということが非常に困難というか、事実上は不可能にな

ってしまう。もしかすると、その中には歴史的な公文書につながるようなものもあるかも

しれないし、後々政策を検証する上で過去どういう経緯でこういう政策ができ上がったの

かということを調べることにもつながると思うのですけれども、そういう基準というのは

取扱規程という内部規程ではなく、我々議員が審議する議会の場でしっかりとした手続を

定めた条例といったようなものがあってもいいのかなと思うのですが、一応公文書管理法

上は努力義務とされていますけれども、先ほどの答弁では今のところそういった考えはな

いというお話もありましたが、ただ昨今の情勢を踏まえると、今はよくても後々のことを

考えれば、やっぱり公文書は貴重な市民共有の財産であるという認識で、決して行政の内

部文書という意味合いだけではないというようなことも今の時代は考えていかないといけ

ないのかなと思うのですけれども、今すぐにできなかったとしても、将来的に必要性があ

れば、こういった条例か何がしかの手続をしっかりとしたものをつくっていくというよう

なことは今の段階では全く考えていないのかどうかということなのですけれども、その辺

というのはいかがですか。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 条例の部分でございます。先ほど答弁で申し上げたとおり、ま
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だまだ全国的に制定されている自治体は少ない状況でございます。努力義務ですので、つ

くらなくていいというものではないというのも理解しております。ただ、現状としては、

今砂川市における文書の管理上は現行の規程で十分機能しているのではないかという思い

があって、早急には条例化の必要は考えていないということで答弁させていただきました。

長いスパンを見れば、今ほど議員さんおっしゃるとおり、市民の財産という位置づけでの

文書も当然出てくると思います。その辺は十分理解しながらも今後検討していければなと

思っております。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 ぜひとも新庁舎建設の引っ越し作業の際には、持っていく文書と廃棄す

る文書が出てくると思いますけれども、その吟味に当たってはしっかり精査をしていただ

きたいなと思っております。

次に、大きな２点目のほうに移りますけれども、先ほどの答弁を聞いていると、今解体、

除却の問題というのは本当に切実な問題で、いろいろと市民の皆さんとお会いすると、町

内会館であったり、集会所であったり、老人憩の家であったり、いろんな問題を相談され

ることがあるのですが、それぞれが市全体の部に及んでしまうのと、それから答弁でもあ

ったように、今の管理運営の体制、あるいは設置、設立された経緯等がばらばらであった

ものですから、対応がちぐはぐであったと。過去に常任委員会で質疑したときには、関係

する部署でも協議をしてみるというようなお話があって、実際に協議されたという話があ

りました。今は総務部のほうが窓口となって音頭をとるような形になっていますけれども、

この問題というのはこれからますます顕在化してくると思うのです。

特に人口の話が今までも今議会でもいろいろ出ていましたけれども、維持するのでもう

手いっぱいで、移住、定住の施策に取り組んでも人口がふえていかない。仮に人口がふえ

たとしても、来る方が年齢が高い方であれば、町内会に加入されても町内会の高齢化とい

ったような問題は解消されないわけであります。やっぱり人間ですから、加齢とともにど

れだけ気力があっても体力が続かないというのは、それは正直なところだと思います。そ

うなると、対外的な活動が鈍ってきて、町内会館を含め、いろんな集会施設の管理運営に

ついてもなかなか大変になってくるのだろうなというような思いがあるのですけれども、

先ほど大分あらかた大きな方向性というのは聞いたのですが、ここはこれからのことを見

越すと早くから対応していかないといけないので、これは全市的、全庁的に取り組む課題

だと思うのです。ですので、これについては私は、市長もよくまちに出ていかれますから、

市長が強力なリーダーシップを持ってそれぞれの部を統括して、しっかりとこの問題には

対応していくべきなのかなと思っておりますけれども、その点について市長の考えをお伺

いしたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 集会施設に関する管理、解体助成のあり方でございます。
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私は以前にもこの種の話をした記憶があるのですけれども、もともとは平成１１年の行政

改革をやったときに、行政改革推進委員会の中で論議された事項であって、砂川市の行政

のあり方自体が補助のあるところは補助で町内会館を建ててきたと。だけれども、補助の

ないところは自分たちで積み立てて町内会館をつくってきたと。地域コミュニティのあり

方自体が砂川市のあり方はおかしかったのでないかというのが行政改革推進委員会の中で

提起した事項であって、それを踏まえた上で今後どうしていったらいいのだろうというこ

とで、最終的な結論まではいきませんでしたけれども、町内会館の改修については市で持

っているところは市が全額見るのに、民間の自分たちで建てたところについてはそんなふ

うになっていないというのを少しでも解消するような形だとか、それから会館を建てると

きの補助についてももっと率を上げましょうとかという論議をしたことがございます。そ

のときに全部を解決できたかというと、全部は解決できなくて、将来にわたってこれは検

討していきましょうというのが当時の行政改革推進委員会の中でも論議でございました。

それで、以前にも申し上げたのは、議員がおっしゃるとおり、高齢化がどんどん進んで

会員が少なくなってきていると、維持も大変だと。解体したくても解体する金もないと。

それは、どこかで論議しましょうというスタイルにはなってございましたけれども、もう

その時期が来ているということで、部内でとりあえず検討してくれということで、検討し

てございます。それで、具体的には、検討というよりももっとタイトなスケジュールを示

すとすれば、一部の会館についてはもう限度にきているところもあるから２年の間に、総

務部内のところに所管の課にある程度指示する課をつくりまして、そこで各部との調整を

しながら、行革をやったときの行政改革推進課というのはつくりませんけれども、既存の

課の中にその事務局をやる課を置きまして、一部については１年で方針を出し、その他の

方針については２カ年をかけて、ある程度町内会連合会とも協議を進めながら、解体も含

めて補助のあり方、それから負担のあり方について一定の方向性を出していきたいと思っ

ております。

以上でございます。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 そちらのほうはこれからまた町連協との協議等もあると思いますけれど

も、もっともっと時間がたてばたつほど全市的な問題に広がっていくと思いますので、早

期に対応していただけるということなので、ぜひともよろしくお願いいたします。

次に、大きな３点目でありますけれども、これは病院のほうで今現状のお話を聞いて、

私もこの質問をした後担当の方にお話を聞くと、臨地実習というのはかなり職員にとって、

こういう言い方はよくないのですけれども、負担になるというか、いいかげんなことがで

きないものですから、きちんと職員の方がついてあげて指導をしていると、その期間も長

いものであれば数カ月にも及ぶということなので、それで今は手いっぱいな状況にインタ

ーンシップみたいな新たな制度を行うと、屋上屋というよりも、むしろほかの今やってい
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る臨地実習に影響が出てしまうのではないかというようなお話も伺いました。この実習に

当たっては、学校と契約を結んで、実際にお金を市立病院のほうでいただいているという

ことでありますから、これはこれで一つの取り組みとしてずっと何十年もきていることな

ので、いいと思うのです。

ただ、先ほどの一般質問の中でもありましたけれども、砂川市立病院があるというのは

この地域にとっては知名度のあることかもしれませんけれども、私も札幌に一時期住んで

いたことがあって、札幌出身で札幌から余り出る必要がないというか、札幌で全て完結し

てしまうので、そういった方々にしてみると、札幌市内にも大きな病院がいっぱいあるも

のですから、余り砂川市立病院がすごいとかというような話をしてもぴんとこないという

ところがあります。医療従事者の確保となると、どうしても通常は医療職、医師や看護師

ばかりに目がいきがちなのですが、３月の議会でも取り上げたように、今はまさにチーム

医療ですから、医師や看護師だけがいればいいではなくて、当然入院から退院支援まで全

てを網羅しようとすれば、いろんな専門職がかかわってくると。実習という一つのくくり

で病院のほうで新たに学生さんの面倒を見ることが難しいということであれば、もう一つ

この質問には目的があって、先ほども言いましたけれども、砂川市立病院は認知度が高い

というのはこの地域ではそうかもしれませんが、札幌圏だとまだ広がりが少ないところも

正直あると思っております。

今後の医療従事者の確保ということを考えれば、医師や看護師といった医療職以外も地

域で確保するのがどこも難しくなってきていると。高度急性期の医療を担っているから来

るのだとあぐらをかいていては、決してあぐらをかいているとは思っていませんけれども、

かいていては来ないような状況になっているので、早い時期から、特に大学や専門学校で

病院で働くような専門資格を持った方であれば、ある意味職業訓練校的な意味合いですか

ら、将来必ずその資格を取って、その仕事につくということがわかっているので、そうい

った方々を病院に招き入れて、砂川市立病院に採用されるかどうかわからないし、市立病

院のほうでも採用募集をかけるかどうかわかりませんから、でも砂川のことを知ってもら

う、砂川市立病院を知ってもらうといったことでは砂川市立病院のブランド価値を高める

役目を担っていただくこともできるのではないかと思っております。ですので、何十人も

長期間にわたってとは申しませんけれども、同じ医療従事者にかかわるところであるので

あれば、そういった学生さんを通じてＳＮＳや、やっぱり百聞は一見にしかず、実際に砂

川市立病院でインターンシップをしてみたら、こんなにすごい病院が地方にあるのだねと

いうようなことを札幌とか都市部、あるいは道外に就職される方がいれば、そういったと

ころで発信してもらうだけでも砂川市立病院のブランド価値は高まっていくと思いますの

で、そういったようなことも含めてインターンシップを考えていかないと、ただ単に就業

体験的な通常のインターンシップでは捉えてほしくないとは思うのですけれども、病院の

ブランド戦略を考えたときに、そういうちょっとしたたかというか、そういったところも
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必要になってくるのかなと思うのですが、その辺というのはいかがお考えになりますか。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 今チーム医療が叫ばれる中で、医師、看護師以外の医療従

事者を札幌圏のほうから砂川市立病院にどう呼び込むのか、ブランド価値を高めるのかと

いうようなご質問だと思います。まず、当院で採用している職員は地元の人間ばかりでな

いのは当然のことであります。実際に今働いている職員の中で、当院で実習を受けてその

まま採用されているという職員が今現在１３名おります。医療技術職です。１３名のうち

の７名は中空知管内の出身者、うち２名は砂川出身者です。残りの６名は中空知以外から

来られている方です。そのように、当院ぐらいの規模になると地元だけでの採用というの

はなかなか難しい。

ただ、一方で、今議員さんおっしゃっているとおり、砂川市立病院のブランド力といい

ますか、価値をどう発信していくのかというようなところは、これは今課題としてありま

すので、今我々が取り組んでいるのは、まず職員が砂川市立病院で働いてよかったと思わ

れる、そう思える病院にしようと。職員の満足度を上げようと。そうすることで医療の質

も向上させましょう、患者さんの満足度も上げましょう。医療の質が向上すると当然医療

職の人たちは集まってくる。患者さんも集まってくる。いわゆるマグネットホスピタルを

目指しております。そのために、平林事業管理者を先頭に、今年度地域のトップリーダー

になるのだということを目標に掲げて今取り組んでいるところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 職員の満足度を上げるというのは非常に重要なことだと思うのです。離

職の防止にもつながりますし、雰囲気のいい病院には患者さんも来たくなるものだと思う

のです。ですので、それは取り組みとしては大事なことだと思いますけれども、一方で、

であるならばさらに、今回質問の単語がインターンシップという形態で言いましたけれど

も、先ほど質問したように、インターンシップといいつつも、病院のブランド力を高める

発信者にもなっていただけるというようなところも狙いとしてあるものですから、職員の

満足度の高いところにそういう学生さんたちが来ると、やっぱりモチベーションも上がる

でしょうし、こういう病院で働いてみたいという意欲も出てくるでしょうし、いろんなと

ころで仲間とか、あるいは先生とか後輩とかにも宣伝をしていただける。あるいは、家族、

それから実際に病気になった方から相談を受ける率って高いですよね、医療従事者になろ

うとしていれば。そんなときに、地方であっても、わざわざ札幌に出てこなくても砂川の

病院があるといったようなことにもつながっていく。これは皮算用ですから、風が吹けば

おけ屋がもうかるではないですけれども、計算どおりにいくかどうかはわかりません。わ

かりませんが、何もしないよりはそういう取り組みをしたほうがいいと思いますし、職員

の満足度を上げようと取り組んでいるのであれば、逆にそれは私はチャンスだと思うので

す。外から入ってきた人が満足度を上げるところをじかに生の目で見れるわけですから、
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こういうことをこの病院はしてくれるのだ、働いている職員のモチベーションも上げてく

れるのだ、そういうこともあわせて発信してくれる担い手となる可能性もあるので、ここ

はすぐにできない事情は１回目の答弁でわかっていますけれども、何らかの方策を考えて、

できるだけこういうような、インターンシップでなくてもいいのです。形態はどんな形態

でもいいですけれども、今言ったようなことが実現できるような取り組みを院内で検討し

て考えていってほしいなと思うのですけれども、その辺というのはいかがですか。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 インターンシップの制度でなくてもということでございま

したけれども、今現在職員のそれぞれの職種を募集してもおおよそは採用に至っていると

いうところで、今現在は実習をしていく中で職員の採用ができていますので、そんなに困

っているわけではないと。ただ、先ほどの一般質問にもありましたけれども、例えば生産

年齢が減少していっていて、当然医療職を目指す人の絶対数は恐らく減っていくでしょう

と、これから。医療や介護の現場での支え手が少なくなっていく。長い将来を、例えば２

０２５年とか、団塊の世代が全て７５歳以上になる、そういったところを見据えたときに、

医療従事者あるいは介護の支え手、そういった人たちを安定的に確保できるのか、その１

００％の確約は今ない。ただ、今現時点ではそんなに困っていない。そういうことを考え

ると、今はすぐはやらないけれども、もし仮にそういう事態が起きてきて人の確保も本当

にままならないような状況になってくれば、インターンシップ制度も含めて実習をどれぐ

らい受け入れられるのかということも含めて検討しなければならないとは考えてございま

す。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 これもかねがね議会でも議論されてきたことですけれども、まだまだ医

療の職場、特に砂川市立病院を見てみますと女性が多く働いていて、女性の場合は結婚を

機に退職される方もいれば、出産を機に退職される。そういった節目で退職される方も出

てくるだろうと。私も、インターンシップ制度とか実習制度によってそこの病院に行って

みたから、直ちにそこの病院のあきがあって採用されるとかというのは、本人の希望もあ

りますから、どうなるかわからないと思うのですが、少なくとも先ほども言ったように職

員の満足度も上げている中に、そういう滞在型の形で病院の内部のことを、百聞は一見に

しかずではないですけれども、見聞することによって、一時的にはよその病院で働くこと

があっても、それがＵターンにつながったり、Ｊターン、Ｉターンにつながったり、経験

者採用というようなこともありますし、先ほど申しましたように今市立病院で働いている

方が結婚や産休を機に退職をされて、退職者補充のような状況が生まれるかはわからない

わけです。そのときに砂川市立病院にそうやってインターンシップみたいな形で来て、何

らかのつてがあれば、交渉もしやすいでしょうし、向こうの方もあきがあれば、ほかの病

院で、こういう言い方はよくないですけれども、経験を積んで、砂川市立病院のあの雰囲
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気だったら砂川市立病院で働きたいなと思う人が出てきてもいいかなと思いますし、圏域

外から来るということはまさに移住、定住にもつながる話にもなってくると思いますので、

ぜひとも、今すぐにできる話ではないというのは先ほどの答弁でその理由がよくわかりま

したので、すぐには求めないのですけれども、ただ検討だけはしっかりと続けていってい

ただきたいなと思います。

今も職員の確保に当たっては、事務方だけではなくていろんな職種の方も実際に学校を

訪問したり、３月の議会でも答弁ありましたけれども、札幌駅の地下歩行空間チ・カ・ホ

でビラを配ったりというのをしています。動画でも配信を行ったり、ホームページを充実

したり、広報紙「ひまわり」でいろんな自治体等、医療関係機関等にも配布をしたりして

いますけれども、さりとてやっぱり実際の自分の目で見て体験をするというのにはかなわ

ないとは思いますので、そういう受け入れられる土壌といったようなものもしっかりと病

院の中ではつくっていっていただきたいなと思うのですけれども、答弁は多分同じような

答弁になるかもしれませんけれども、その土壌、雰囲気づくりというのはきっかけは何で

もいいのです。病院祭でも、それ以外に病院見学でも何でもいいのですけれども、まずは

できるようなどこか取っかかりがあるのであれば、そこの入り口を少し広げていくような

取り組みを考えていっていただきたいなと思うのですけれども、この点についてはいかが

お考えになりますか。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 今実際に実習とは別に病院見学というのは受け入れており

ます。実習となるとそこの業務に特化したところばかりになりますが、病院見学というこ

とで、病院の中のいろんなところを実際に肌で感じてもらうというような取り組みもして

いますので、そういったことで病院を深く知っていただくということを進める一方では、

先ほども申しましたけれども、職員の満足度を上げて、それが結果として口コミで広まる

というようなことも重要だと思っておりますので、あわせて取り組みをしたいと考えてご

ざいます。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員の質問は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 ２時０２分

再開 午後 ２時１０分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

武田圭介議員。

〇武田圭介議員 それでは最後に、大きな４点目の再質問に入っていきますけれども、ま

ず（１）と（２）からの話で、設置に至る経緯とその役割、それから市内のほかの訪問看

護ステーションとの連携の話をしていただきました。高齢化の進展とともに医療を受ける

お年寄りというのは、これはいつの時代もそうなのですけれども、ふえてくるだろうと。
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一方で、国の施策として、国は在宅でみとりも含めて在宅医療を推進し、できるだけ事業

所とか病院から家のほうに戻していこうというような方針を持っていると思うのです。今

市立病院以外にある訪問看護ステーションのほうも結構内実は大変なのかなと。２４時間

をやめてしまったというのはあるのですけれども、昨日ハローワークの求人広告を見てい

たのですけれども、その中でまさに市立病院以外の訪問看護ステーションのほうでも訪問

看護師の求人、募集をかけている状態であると。高齢化の進展とともに対象者がふえてく

ると、その事業所で担えるところがスタッフの人員不足というのがこの地域の課題として

あろうかと思いますし、一方で対象者がふえてくる問題をどうカバーするのだと。

市立病院もあくまでも医療機関ですから、医療と介護は密接に関連しているといっても、

やっぱり医療に軸足を置かざるを得ないだろうと。今市立病院で担う訪問看護の方という

のは、医療保険の対象になる方だと思っているのです。介護保険対象者まで広げるという

のは当然今の人員等では難しいと思いますし、今は２４時間の看護が必要な方を対象とし

ていく中では今はたしか専門の看護師さんが６名ぐらいでしたかね、いらっしゃるのです

けれども、常にオンコール体制で待機をされていると。２４時間必要があれば、自宅にい

て呼び出しがかかって出ていくという状況なのですが、この体制で、現場の看護師さんと

もお話をしたのですけれども、今のところは人員的にも充足をされていると考えているし、

物理的にも満足のいくものだというものがあるのですけれども、病院としては今後高齢者

がふえていくと対象者がどうしてもふえていくと思うのですけれども、この体制といった

ようなものの将来的な見込みというのは今回設置するに当たってどう考えていらっしゃる

のかというのをお伺いしたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 山田 基君 訪問看護ステーション、訪問看護のほうの人員配置を

含めて今後の体制というようなことでございますけれども、今ほど議員さんおっしゃられ

たように、今対応しているのは医療保険、しかも決められた神経難病とかがんの終末期と

か、あとは訪問診療に行っている患者さんとか、そういう比較的医療依存度の高い方に行

っているというところです。今後も当然高齢者はふえていきますし、がんとか難病だけで

はなくて、お年をとっていけば心臓のほうとか、いろいろな意味で病院にかかりに来られ

ない方も当然ふえていくだろうと。そういうことに対しては、当然うちもニーズがあれば

職員を配置していかなければならないというような考えは持っていますけれども、現状と

してはそこは、それほど２４時間対応しなくてもいい患者さんとか、すみ分けといいます

か、役割分担のもとで今は事業所に出しているという状況です。今後も、先ほど言いまし

たけれども、患者さんがふえていけば当然ふやしていかなければならないというところも

考えていますし、訪問看護といってもリハビリ的なことも当然あると思いますので、そう

いう違う職種、例えば理学療法士さんですとか、作業療法士さんとか、そういうような方

々も訪問していかなければならないのだろうなと考えてはおります。
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〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 あともう一つ、特定行為看護師ということで医師の補助業務を担える、

診療補助業務を担える方の育成というのが非常に重要で、先ほど答弁では看護協会のほう

も考えているというようなお話があったのですけれども、過去的に現場でお伺いするとい

ろんなハードルがあるのかなと、そのハードルをクリアしていかないといけないと思いま

すし、今議論されている中では認定看護師の研修の中にもこういったようなものを踏まえ

ていくということなので、その辺は実際医師の指示が必要ですから、医師と、あと看護部

の取りまとめというか、連携についてもしっかり協議をしていっていただきたいなと思う

のですけれども、最後にその点を含めて特定行為をできる認定看護師の養成についての考

え、訪問看護だけではなくて、これから必要になってくる人材だと思いますので、その考

えだけを最後にお伺いをして質問を終わりたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 山田 基君 認定看護師の養成ということでございますけれども、

現状でもそういうような認定看護師、うちはどんどん、どんどん取っていかせようという

ような方向で進んでいますし、当然医師の指示のもとに現状はいろいろ診療処置とかを行

っていますけれども、特定行為ができるようになった看護師さん、認定看護師のカリキュ

ラムの中に入っていくという国の看護協会の方向でもありますし、そういう項目にもより

ますけれども、認定看護師をふやしていけたらいいなとは考えています。ただ、これは看

護師の充足状況と医療機関で急性期の医療もやらなければならないというところですので、

そのところのバランスといいますか、そういうものもとりながら認定させていくという方

向ではいきたいと考えています。

〇議長 飯澤明彦君 以上をもちまして一般質問は全て終了いたしました。

◎日程第２ 議案第７号 砂川地区公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

〇議長 飯澤明彦君 日程第２、議案第７号 砂川地区公平委員会委員の選任につき同意

を求めることについてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ただいま上程をいただきました議案第７号、砂川地区公

平委員会委員の選任についての同意を求める案件でございますが、現委員でございます西

田一男氏は平成３０年６月３０日をもって任期が満了となりますので、地方公務員法第９

条の２第２項の規定に基づきまして、次の者を選任いたしたいと存じます。

引き続きまして西田一男氏を選任いたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたし

ます。
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なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いいたしたいと存じます。

〇議長 飯澤明彦君 これより、議案第７号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定しました。

◎日程第３ 議案第８号 砂川市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について

〇議長 飯澤明彦君 日程第３、議案第８号 砂川市農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ただいま上程をいただきました議案第８号、砂川市農業

委員会委員の任命についての同意を求める案件でございますが、欠員となっておりました

砂川市農業委員会委員を補充するため、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

基づきまして、次の者を任命いたしたいと存じます。

記名してございます高橋宏吉氏にお願いをしたいと存じますので、よろしくお願いをい

たします。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いしたいと存じます。

〇議長 飯澤明彦君 これより、議案第８号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定しました。

◎日程の追加

〇議長 飯澤明彦君 お諮りします。

ここで議案第９号として砂川市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について

を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。このことにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、議題とすることに決定しました。

暫時休憩します。

休憩 午後 ２時１９分
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再開 午後 ２時２１分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を再開します。

◎追加日程第１ 議案第９号 砂川市議会議員定数条例の一部を改正する条例の

制定について

〇議長 飯澤明彦君 追加日程第１、議案第９号 砂川市議会議員定数条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

増山裕司議員。

〇増山裕司議員 （登壇） 議案第９号 砂川市議会議員定数条例の一部を改正する条例

の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、議員定数を１３人にするため、本条例の一部を改正しようと

するものであります。

２ページをごらんいただきたいと存じます。砂川市議会議員定数条例の一部を改正する

条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表によ

りご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分

にはアンダーラインを表示しております。

本則中「１４人」を「１３人」に改めるものであります。

附則として、この条例は、次の一般選挙から施行するものであります。

以上、よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 飯澤明彦君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第９号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎日程第４ 報告第４号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告について

〇議長 飯澤明彦君 日程第４、報告第４号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告につ
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いてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 （登壇） 報告第４号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告

についてご説明申し上げます。

初めに、平成２９事業年度でありますが、お手元の事業報告書、決算報告書でご説明申

し上げます。

１ページ、２ページの事業概要につきましては、庶務関係であり、それぞれ記載のとお

りであります。

決算につきましては、３ページ、４ページの損益計算書及び５ページ、６ページの貸借

対照表でご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。１、事業収益、（１）公有地取得事業収益はございません。

（２）土地造成事業収益のうち、１、あかね団地売却収益は、１区画の売却で３５３．１

３平米、２４３万７，５４０円の収益でございます。２、すずらん団地売却収益は、１６

区画の売却で４，８２７．５０平米、１，３２３万３，９５０円の収益でございます。３、

道央砂川工業団地売却収益は、砂川市への１万２，８１８平米の売却収益１億１，４４８

万６，０００円でございます。（３）附帯等事業収益、１、保有土地賃貸等収益は、西３

条南１３丁目に所有する土地を北海道警察職員公宅用地として北海道に賃貸している賃貸

料等１７９万５，５１６円でございます。（４）補助金等収益、１、土地開発公社事業補

助金収入４，３０４万７，８００円は、あかね団地１区画とすずらん団地１６区画のうち

平成２９年度中に登記手続が終了した１５区画の売却に係る分譲当初の簿価である事業原

価と平成２８事業年度の販売価格の差額を市から補助金として受けた分でございます。し

たがいまして、事業収益合計は１億７，５００万８０６円となったところでございます。

これに対する２、事業原価でありますが、（１）公有地取得事業原価はございません。

（２）土地造成事業原価のうち、１、あかね団地売却原価は、１区画売却分３８６万９，

２９５円。２、すずらん団地売却原価は、１６区画売却分１，３２３万３，７５０円でご

ざいます。３、道央砂川工業団地売却原価は、４，６９９万８，１０９円。４、土地評価

損はございません。（３）附帯等事業原価はございません。事業原価の合計は６，４１０

万１，１５４円となり、事業収益合計１億７，５００万８０６円から事業原価合計６，４

１０万１，１５４円を差し引いた１億１，０８９万９，６５２円が事業総利益となったと

ころでございます。

４ページの３、販売費及び一般管理費は、（１）人件費と（２）経費の合計が１２８万

９７７円となり、前ページの事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引きしますと事

業利益は１億９６１万８，６７５円となったところでございます。４、事業外収益は、

（１）受取利息と（２）雑収入の合計１，３３３円。５、事業外費用、（１）支払利息は



－103－

短期借入金の支払利息９４８万４，７４４円となり、これらを事業利益から差し引きしま

すと経常利益は１億１３万５，２６４円となり、当期純利益は１億１３万５，２６４円と

なります。

５ページをお開き願います。貸借対照表についてご説明申し上げます。資産の部、１、

流動資産は、（１）現金及び預金から（３）完成土地等までの合計で５億８，４８８万１，

８１７円となっております。２、固定資産は、（１）有形固定資産の１、土地は６，４４

１万７，２３６円、（２）投資その他の資産の１、出資金１万円で、固定資産合計は６，

４４２万７，２３６円となり、流動資産と固定資産の資産合計は６億４，９３０万９，０

５３円であります。

次に、６ページの負債の部でございます。１、流動負債は、（１）短期借入金１１億５，

２７３万円でございます。詳細につきましては、１４ページをごらんください。（４）短

期借入金明細表ですが、期首残高合計１３億４７３万円に対しまして、期末残高合計１１

億５，２７３万円となっております。なお、借り入れ先のうち北洋銀行砂川支店分の当期

増加高がゼロ円となっておりますのは、借りかえの日が３月３１日であり、本年は３月３

１日が土曜日のため、翌営業日の４月２日月曜日に借りかえをしたためであります。

６ページにお戻りください。（２）前受金は、平成２９事業年度に土地の売買契約を行

いましたが、契約金の支払いが平成３０事業年度となりますすずらん団地の１区画につい

ての手付金１０万円でございます。負債合計は１１億５，２８３万円であります。資本の

部につきましては、１、資本金の（１）基本財産は、砂川市からの出資１，０００万円で

ございます。２の欠損金ですが、（１）前期繰り越し損失がマイナス６億１，３６５万６，

２１１円、（２）当期純利益が１億１３万５，２６４円で、欠損金合計はマイナス５億１，

３５２万９４７円となります。資本合計マイナス５億３５２万９４７円は、債務超過額と

なります。負債、資本合計は６億４，９３０万９，０５３円で、５ページの資産合計と一

致するものであります。

以下、７ページ、８ページは、ただいまご説明申し上げました貸借対照表の各項目、金

額と一致する財産目録であります。

９ページは、キャッシュフロー計算書を添付しており、資金の流れが表示されておりま

すが、計算書の一番下段のⅥ、現金及び現金同等物期末残高１，４９０万１，０７７円と

なっておりますのは、先ほど１４ページ、（４）短期借入金明細表でご説明申し上げまし

た北洋銀行砂川支店分の借りかえを４月２日に行ったことによるものであります。

１０ページは注記事項、１１ページは（１）公有用地明細表でございます。

１２ページは、（２）完成土地等明細表でございます。

１３ページ、（３）有形固定資産明細表は、西３条南１３丁目に所有する北海道警察職

員公宅用地として北海道に賃貸している土地でございます。

１４ページは、（４）短期借入金明細表でございます。
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１５ページの（５）資本金明細表、１６ページの（６）事業収益明細表、１７ページの

（７）事業原価明細表につきましては、後ほどご高覧いただきたいと存じます。

続きまして、平成３０事業年度砂川市土地開発公社予算についてご説明申し上げます。

１ページをお開きください。第２条は、公社の業務の予定量の定めであり、公有地を先行

的に取得し、その土地の管理と住宅用地や工業用地として造成した土地の分譲、管理とそ

の附帯等事業であります。第３条は、収益的収入及び支出の定めであり、予定額を総事業

収益は８，７４６万４，０００円、総事業費用を４，３９０万２，０００円と定めるもの

であります。

次に、２ページの第４条は資本的支出の定めでありますが、資本的支出はございません。

第５条は、借入金の定めであり、限度額を１４億円と定めるものであります。

３ページをお開きください。平成３０事業年度予算実施計画及び説明書についてご説明

申し上げます。収益的収入の１款１項１目公有地取得事業収益はございません。

次に、２目土地造成事業収益は、１節あかね団地売却収益で２区画分、７８３．９６平

米、５５４万６，０００円、２節すずらん団地売却収益で３区画分、９５４．３７平米、

２６３万８，０００円、３節道央砂川工業団地売却収益は砂川市への売却として平成２８

年度から平成３１年度までの４年間の債務負担行為の３年目で、６，８１８平米、６，０

００万円でございます。

４ページをごらんください。３目附帯等事業収益、１節保有土地賃貸等収益は、西３条

南１３丁目の土地を北海道警察に官舎の用地としての賃貸料１７８万４，０００円と工業

団地内の用地等の賃貸料１万２，０００円で、合計１７９万６，０００円でございます。

次に、４目補助金等収益は、平成３０事業年度にあかね団地２区画とすずらん団地２区

画の販売を目標としておりますが、すずらん団地は平成２９事業年度契約済みの１区画と

登記終了済みの１区画があるため、この２区画を加えた４区画にかかわる市からの事業補

助金１，７４７万８，０００円であります。

２項事業外収益、１目受取利息６，０００円は、預金利息であります。

２目雑収入はございません。

５ページ、収益的支出についてご説明申し上げます。１款１項１目公有地取得事業原価

はございません。

２目土地造成事業原価のうち、１節あかね団地売却原価は、２区画の予定で８８０万３，

０００円でございます。２節すずらん団地売却原価は、３区画の予定で２６３万８，００

０円でございます。３節道央砂川工業団地売却原価は、砂川市へ売却する分の土地で２，

４７３万６，０００円でございます。

次に、６ページ、３目附帯等事業原価はございません。

２項販売費及び一般管理費は、１目人件費で１節報酬１０万８，０００円は、会計士の

報酬でございます。２節費用弁償３，０００円は、監事の費用弁償でございます。
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２目経費５９万５，０００円は、チラシの印刷製本費、７ページに記載のあかね、すず

らん団地、工業団地未造成地等の草刈り代等でございます。

３項事業外費用は、１目支払利息７０１万９，０００円でございます。

これに係る借入金の明細につきましては１６ページに短期借入金明細表を添付してござ

いますので、１６ページをお開き願います。期首残高合計で１１億５，２７３万円とし、

期末残高合計１０億５，９７３万円を予定いたします。

８ページにお戻りください。資本的収入ですが、長期借入金はございません。

９ページの資本的支出はございません。

１１ページをお開きください。１１、１２ページは、予定損益計算書でございます。１、

事業収益が８，７４５万８，０００円、２、事業原価が３，６１７万７，０００円となっ

ており、事業総利益は５，１２８万１，０００円となります。３、販売費及び一般管理費

は７０万６，０００円を見込んでおり、事業総利益から差し引きますと事業利益は５，０

５７万５，０００円となります。これに４、事業外収益と５、事業外費用を差し引きして

経常利益は４，３５６万２，０００円となり、当期利益は４，３５６万２，０００円とな

ります。

１３ページをお開きください。１３、１４ページは、予定貸借対照表であります。資産

の部、１、流動資産は、（１）現金及び預金、（２）公有用地、（３）完成土地等で５億

３，５３４万４，０００円となり、２、固定資産６，４４２万７，０００円を加えますと

資産合計は５億９，９７７万１，０００円であります。これに対して負債の部、１、流動

負債は、短期借入金が１０億５，９７３万円となります。次に、資本の部は、１、資本金

１，０００万円と２、欠損金、（１）前期繰越損失マイナス５億１，３５２万１，０００

円、（２）当期純利益４，３５６万２，０００円で、欠損金合計はマイナス４億６，９９

５万９，０００円、資本合計のマイナス４億５，９９５万９，０００円が債務超過額とな

ります。なお、負債、資本合計額は５億９，９７７万１，０００円で、１３ページの資産

合計と同額になります。

また、１５ページにキャッシュフロー計算書、１６ページに短期借入金明細表を添付し

てございますので、ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 飯澤明彦君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） 私は、平成２９事業年度での決算報告書の中から質疑を行い

たいと思います。

特にすずらん団地についてなのですけれども、すずらん団地については６，７００万円

ほどの評価損を出して、簿価を７０％下げて販売した結果としてでしょうか、平成２９年

度は１６区画売れたようです。買われた方の購入目的と、それから購入者の家族構成をま
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ずお伺いしたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 （登壇） すずらん団地における購入目的、購入者の家族構成

についてでございます。

平成２９事業年度のすずらん団地における売却区画数につきましては、今ほど報告した

とおり１６区画でございますが、１２件の方々に１６区画をご購入いただいたところでご

ざいます。購入目的といたしましては、家屋を建てる土地として１２区画、庭、雪捨て場

などの利用地として４区画となっており、購入者の家族構成につきましては夫婦世帯が５

件、未就学児のお子さんのいらっしゃる世帯が４件、就学児のお子様がいらっしゃる世帯

が１世帯、親と子、夫婦世帯とか親子世帯がそれぞれ１件となっているところでございま

す。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 今購入者の家族構成を聞いていくと、子供さんがいらっしゃるご家庭も

５件ぐらいはあって、安くした結果こうやって売れていって、家も建って、固定資産税も

入ってくるだろうと思いますので、それはそれでよかったことだとは思うのです。ただ、

雪捨て場とか、そういうふうに買われる方もいらっしゃるということで、特別安くしたと

きに家を建てる条件というのは今回はつけないで売ったのですよね。だから、こういう結

果にきっとなっているのですよね。本当はここまで安くするとなれば、ある程度家を建て

る条件というのがあったほうがよかったのかなとは思いますけれども、もうそうではなく

て売ってしまっているので、今さらどうしようもないかなとは思うのですけれども、私が

昨年のこの場でかなり長い質疑をして、どうしてこういうやり方をしたのだろうという話

をしたのです。つまり評価損をして、簿価をかなり下げて、先ほど言ったように六千何百

万分下げてしまってではなく、私は販売価格は今までと同じにしながら、市が安くする分

を補助したほうがいいのではないかというお話をここでさせていただいたのですけれども、

実は最近の空き家、空き地情報というのを見て驚いたのです。特に空き地情報なのですけ

れども、こちらのほうも、建築住宅課のほうですか、かなり一生懸命やって、空き家も空

き地も相当件数がホームページに載るようになってきています。

その数多い空き地の中で、あっと思うような金額の土地があるのです。それは、１００

坪以上でも７５万とか８５万というかなり安い土地が空き地情報として載っているのです。

住所を調べていくと、まさにすずらん団地なのです。空き地情報に載せるというのは、公

社がまさか載せているわけではなく、もともと民間の人が持っているものをここに載せて

あるのだろうと思うのです。つまりすずらん団地の売買価格は７５万から８５万にもうな

ってしまったということなのです。この結果が私は恐ろしくて、こうせずに安くした分を

市が補助するという形にするべきだというお話をしたことなのです。今後すずらん団地を

売る人は、これが固定の価格になってしまうのだろうと思うわけです。１年たって、この
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状況になったのです。同じように草が生えて、空き地で、私の住む晴見団地でも１つ、こ

こに売りに出ているのですけれども、同じ１００坪ぐらいで２５０万の値段がつくのです。

もともとの簿価が同じであれば、こういう結果にはなっていなかっただろうと思うのが私

が心配したことだったのです。

こうなってしまうと、本当に市民に損をさせていくことになるのだろうと。もともとは

二百何十万で買ったと思いますよ、最初は。そこから下げていったのは間違いないのです

けれども、一気に簿価を下げてしまったことによってあそこの価値、１００坪近いそれぞ

れの１区画はもう７０万から８０万ぐらいの価値にしかならなくなってしまったことを公

がやってしまったという怖さです。私はここを、しつこいようですけれども、今後のため

にも指摘をしておきたいと思うのです。ここのところをあえて質問はしないですけれども、

公が物事をやるときは市民に損をさせないような慎重なやり方というのが私は必要だった

のではないかなと思っています。

具体的な質問としてするのは、今私の持っているパンフレットはすずらん分譲地の販売

促進のパンフレットなのですけれども、ここにすずらん分譲地７０％オフと書かれたチラ

シがあります。これは最近のチラシなのですけれども、これは下手をすると虚偽の広告に

なるのではないかと思います。何を根拠に７０％オフなのかが私にはわからないのです。

もう既に簿価が７０万から８０万になってしまっているのに、この分譲地はさらに７０％

オフにするのかどうかということなのです。決してそんなことではないと思うのです。こ

こに書いてある７０％オフというのは、もとの簿価に対して７０％オフなのだろうと思う

のですけれども、もともと今が７０万や８０万のものなのです。そこにあるものを７０％

オフとすることは７０万、８０万ではないですよね。こういうことを私はしてはならない

のではないかと思うのです。この辺のところって一体どう考えていらっしゃるのかをまず

２回目にお伺いしたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 ２９年度にお配りしたあかね分譲地、すずらん分譲地のチラシ

の件だと思います。この中では、平成２９年度に販売するに当たって７０％オフというこ

とで、あかね分譲地につきましては３０％ですけれども、すずらん分譲地につきましては

７０％オフということで売らせていただいております。その状況が今年度についても変わ

りなく、その価格で売らせていただくということで、中身的には売れた部分は抜いており

ますが、そういったことでチラシをつくっておりまして、ここには平成２８年のときの価

格から平成２９年に７０％オフした価格を載せておりまして、その状態が今年度も続いて

いますよということで、それだけのインパクトを持ったチラシをつくりたいということで

つくったものでございまして、議員おっしゃるような虚偽の要素につきましては全く考え

ていなかったところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。
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〇小黒 弘議員 考えていなくても、とるほうはそうはとらないですよね。だって、あの

辺は一体幾らですかと私が聞きに行ったら、７０万から８０万ですという答えしかないの

ですから、今。決して１５０万で売っていますよなんていう答えにはならないのですから。

あかね分譲地３０％オフはいいです。それは簿価を下げていないからです。あかね団地は

簿価を下げませんでしたよね、この前。ですから、それは３０％オフでいいのです。でも、

すずらん団地はもとをもう既に前の金額から７０％落としてしまっているので、それが今

の簿価でしょう。誰が行ってもそれはそれで買えるお金なのに、あえてまたここに７０％

オフと書くというのは間違いですよ、これは。今後こういうやり方は、私はしないほうが

砂川市にとってもいいと思います。

違う販促の方法って幾らでもあると思いますので、余り誤解を招くようなことはされな

いほうがいいかなと私は思っているのですけれども、これで最後の質疑にするのですが、

とにかく私も安く何とか早く売るべきでしょうということをずっと言い続けてきましたし、

実際こうなって実績も出ているということも当然わかっているのですけれども、ただ先ほ

ど言ったように、ここまで安くするのだったら、家を建てるというような条件のもとで買

っていただければ本当はいいですよね。あと十何区画しか残っていないのですけれども、

雪捨て場に買うとか、そういうことになっていけば、家が建ってこそまたにぎわいもでき、

固定資産税も安くした分は入ってくるという計算になるわけで、でも今もう始めてしまっ

たので、ここまでしてとにかくすずらん団地を何とか売ろうとする本当の心、意味は一体

何なのだろうというところなのです。

今私３回目の質疑ですよね、ここで座れないので、私なりに話をして質疑にかえるので

すけれども、とにかくすずらん団地、それからあかね団地、土地開発公社が持っている土

地は早く売り切らない限りは次の展開ができないのだろうと思うのです。すずらん団地は、

何となく買う人のニーズと少し今は違っていて、砂川ではまだまだ買ってもらえるような

土地はあるのですけれども、そっち側にシフトしていけないと、この土地開発公社の土地

がある限り。ですから、なるべく早くすずらん団地を完売して、次の路線に向かっていき

たいという気持ちがあるのではないかなと思うのですが、それはそれで私の解釈でいいの

かどうかお伺いをして終わりたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 副市長。

〇副市長 角丸誠一君 （登壇） まず最初に、質疑にはなかったのですけれども、簿価

のほうの話でありますが、土地開発公社の経理基準というのは公拡法、公有地拡大の推進

に関する法律の経理基準に基づいておりまして、その中で販売価格を下げて５０％を切っ

た場合についてはそれを簿価にしなさいという定めがございまして、その基準にのっとっ

て事務処理しているという状況がまずございます。

それで、先ほどチラシの部分の話がございましたけれども、私どものほうでは昨年も同

様のチラシを出したわけであります。その時点から間違っていたのかというようなところ
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もちょっとあるのかと思いますので、これは、顧問弁護士がおられますので、そういった

ところと相談して確認させていただきたいと思います。決して虚偽のことということで考

えているわけではなくて、いかにして目を引いてというところで、すずらん団地に着目し

てもらうかといろいろ知恵を出して広告はつくったわけでありますけれども、誤って伝わ

るようなことはあってはならないことでありますので、そこは確認をしたいと思います。

それから、あかね、すずらんについては、残り区画は合わせて十数区画になってきまし

た。これまでもいろんな市有地について新たな住宅政策みたいなことを考えても、既存の

住宅地が売れ残っている状態では展開できないというようなことは過去からも言ってきた

部分だと思います。全部売れるというのはいつの時点かわかりませんけれども、中心部の

いいところも公営住宅も整備されながらきておりますし、民間開発が入って宅地造成をし

ていただけることにこしたことはないのですけれども、市としてそういったところに手を

つけるかというようなところはいろいろ推移というか、状況を見ないとわからないと思い

ますので、課題としてはそれは考えておりますので、それは全部売れた段階というか、今

からも遊休地というか、そういったものはどうして使うかと、民間に売るといってもなか

なかはけないという状況がございますので、そこは考えてまいりたいと思っているところ

でございます。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員の質疑は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時０９分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

武田圭介議員。

〇武田圭介議員 （登壇） それでは、議案第４号、砂川市土地開発公社の経営状況につ

いて大きく４点ほど質疑を行います。いささか重複する部分もあるかもしれませんが、そ

のまま伺わせていただきます。

まず、１点目は、平成２９事業年度の事業報告書並びに決算報告書を見ると、事業収益

のうち土地造成事業収益が大幅に伸びています。この要因として、大胆な販売戦略が功を

奏したのかと思いますが、その販売実績の内容について。先ほど家族の世帯等の構成につ

いてのお話がありましたけれども、市内外の別ですとか、販促を行った取り組みについて

もう少し詳細をお伺いしたいと思います。

２点目に、平成３０事業年度予算においても引き続き造成済み宅地の販売に力を入れて

いくことになると思いますが、平成２９事業年度の取り組みをもとに同じような販売方法

を続けていくのか、それとも平成３０事業年度ではまた新たな販売促進に向けての取り組

みを行っていくようなことを考えているのか。

３点目に、あかね団地、すずらん団地以外の道央工業団地の分譲も公社に課せられた大
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きな使命だと考えますが、道央工業団地の売却が図られるように市外からの企業誘致、あ

るいは市内からの工場等の移転など売却に向けての取り組みについて、平成３０年事業年

度では平成２９事業年度の結果を踏まえてどのように取り組んでいこうと考えているのか。

最後に、あかね団地、すずらん団地の区画した宅地の売却について、造成済みの宅地の

完売に向けてはそろそろ先が見えてきたと思います。一方で、道央工業団地については砂

川市への売却分もあって、平成１９年度から２０年をかけて年６，０００万円ずつ市が購

入するという方針が決められてきました。それから１０年が経過し、あかね団地及びすず

らん団地の造成区画の売却が終わりに近づく中、そろそろ一つの節目を迎えていくと考え

ます。全国的に自治体を見渡しても、土地開発公社が抱える課題に悩み、思い切って土地

開発公社を清算し、解散を行っている自治体もありますが、土地開発公社として当初の方

針どおりこのままの形で進んでいこうと考えているのかどうか。

以上について伺いまして、演壇からの初回の質疑といたします。

〇議長 飯澤明彦君 副市長。

〇副市長 角丸誠一君 （登壇） 私のほうからは、最後にご質疑のありました土地開発

公社の今後についてというようなところから、これまでの経緯を含めてご答弁を申し上げ

たいと思います。

砂川市土地開発公社につきましては、公有地拡大の推進に関する法律に基づいて昭和４

８年に設置されました。公共施設または公用施設の用に供する土地の先行取得、あるいは

住宅団地の造成、分譲、工業団地の造成、分譲を主な業務として、市の施策の一端を担っ

ていく役割を果たしてきたところであります。公共用地取得の背景には、地価高騰に対応

するために土地の先行取得をしておくという意味もございました。その後バブルの崩壊等

がございまして、地価が下落傾向にある状況において先行取得をすること自体が時代にそ

ぐわなくなってきております。また、塩漬けの土地が発生するなど、土地開発公社の役割

自体は終わったとして解散している自治体もございます。

市が土地開発公社から平成１９年度から６，０００万円で土地購入をしてきている経過

でございますけれども、平成１８年当時は夕張市の財政破綻の影響から公社など三セクに

よる借金が問題となりまして、全国にこの問題が広まりましたことで金融機関などは公社

に資金を貸さずに、逆に貸しはがし等がなされてきたという状況がございます。開発公社

の経営健全化策、償還に対する考え等を示さなければ、金融機関から償還をすぐ求められ

るというような状況がございました。このような背景によりまして、市の状況としても三

位一体改革等の影響によりまして財政状況はかなり厳しい状況にあったわけでありますけ

れども、平成１９年度から土地開発公社の経営健全化対策としまして、市に土地を毎年６，

０００万円で買収していただき、２０年間で民間から借りている資金について返済を進め

ているところでございます。平成２４年でしたか、いっとき第三セクター等改革推進債を

検討してという部分もございましたが、これは１０年間で負債を償還しなければならない
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というような状況から負担が大きいと判断いたしまして、市の財政に与える影響等も加味

しながら、これは先送りして今の健全化対策を進めているところであります。

現在あかね、すずらんの両団地については、販売価格の引き下げにより多くの契約をい

ただいているところでありまして、平成３７年度には民間金融機関の返済が終わる予定と

しているところであります。公社としては、残る区画についても早目に売却し、市の負担

が少なくなるよう営業活動を継続していくこととしております。仮の話で、あかね、すず

らん両団地が完売したらというようなこともご質疑でありましたが、道央砂川工業団地が

ございますので、その用地の売却に向けて営業活動を引き続き続けてまいります。土地開

発公社の健全経営化対策はまだ続いておりますので、それに基づきまして砂川市の売却を

終えるまでは土地開発公社の使命を果たしてまいりたいと考えているところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 （登壇） 私から３点ほどご答弁を申し上げたいと存じます。

初めに、平成２９年度の販売活動内容でございますが、４月に札幌、旭川方面の住宅展

示場４８カ所、市内外工務店１１事業所、市内金融機関６機関、計６５カ所への訪問時に

おけるチラシ、パンフレットの配置依頼及び砂川近郊地域へのチラシ２万８，９４５部の

新聞折り込みを実施し、年度当初には市ホームページへの掲載をするとともに、広報すな

がわ４月１日号及び１５日号へ記事の掲載を行ったところであります。また、６月に首都

圏における移住定住フェア及び移住相談会へも参加いたしておりますし、ふるさと納税返

礼品発送時におけるチラシの同封、各種イベント時でのチラシ配布などを随時行ったとこ

ろであり、これらの営業活動が実を結び、あかね分譲地で１区画、すずらん分譲地で１６

区画、両分譲地合わせて１７区画をご購入いただいているところでございまして、購入し

ていただいたうち、市外の方が３件、それ以外は市内の方という状況になってございます。

続きまして、平成３０年度の営業活動方針でございますが、平成３０年度当初における

分譲中の区画数があかね分譲地で６区画、すずらん団地で１３区画、両分譲地合わせて１

９区画となっている状況の中での営業方針といたしましては、ターゲットを市内及び近隣

市町区域においては勤務先をかえることなくマイホームを持てる利点を生かし、子育て世

代を、札幌などその他の地域におきましては充実した医療施設がある安心感や自然豊かな

環境の中で第二の人生を送ることができる利点を生かし、リタイア世代とし、販売目標件

数を４件と設定いたしましたが、これまで行ってきた営業活動を継続するとともに、市内

外の工務店等の訪問件数を６５件から２７件ふやして９２件とするなど、積極的な営業活

動を展開していくこととしております。

続きまして、道央砂川工業団地の土地販売の取り組みについてでございますが、土地開

発公社の職員は砂川市の職員が兼務しておりますので、砂川市の企業誘致の取り組みと同

様に、砂川市へ進出のあった企業とその関連企業及び公的機関などを定期的に訪問し、ま

ちの特徴をＰＲするとともに、企業立地に係る各種優遇措置の周知と企業及び業界等にお
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ける動向の情報収集などを行うとともに、土地開発公社独自の取り組みとしてあかね、す

ずらん両分譲地の市内外の工務店等の訪問時にあわせて道央砂川工業団地の立地環境及び

各種優遇措置のＰＲを行っているところでありますので、今後とも継続してまいりたいと

考えているところであります。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 それでは、順次再質疑を行っていくのですけれども、まず１点目の平成

２９事業年度の関係は、確認というか、そういう取り組みでてこ入れを図ったがゆえにこ

ういう好結果を生んできたのだなというのもわかりましたし、先ほど小黒議員の質疑の中

では世帯構成等もあったのですけれども、市外から３件入ってくるという答弁を今いただ

いて、それは人口増になるのかどうかわからないです。自然減もありますから、トータル

でいくとプラス・マイナス・ゼロかマイナスになってしまうのかもしれないですけれども、

それでも新しい人を入れるという意味合いを考えれば、市外から来ていただけるというの

は非常に、まさに定住ですから、そういうプラスの効果があるのだろうなと思っておりま

す。

せっかく２９年度の好成果を踏まえて、また３０年度に従前の取り組みプラスアルファ

で訪問する企業もふやすということはわかるのですけれども、一方で消費者の立場から見

てみれば、不動産を買うというのは、まして家を建てるような不動産を買うということに

なれば、通常であれば一生に一度の買い物になってくるだろうと、またはそれに近い考え

でお買い求めしていただくことになるのだろうと思うのですけれども、残っている区画が

どういうところなのかというのも非常に重要な要素になってくると思うのです。何もない

ところだと購入者のほうで選びたい放題でいろんなところを選べるのですが、だんだん区

画が少なくなってくると、それぞれ家は持ちたいのだけれども、土地の形状が自分の思い

描く諸条件に合わないとか、そういったようなことがネックになって購入をちゅうちょす

る方も出てくるかもしれませんので、そういったところの幅広いところの対応というか、

ケアというか、それもせっかく工務店とかいろんなところを回るのであれば、建物の施工

方法ですとか、建物の躯体をどうするかという相談も乗ってあげられるような体制という

のも公社のほうである程度お膳立てをしてあげないと、だんだん区画が少なくなればなる

ほど販売が難しくなってくるという場合も考えられますので、その辺の対応というのをど

う考えているのか。２９年度は好結果が生まれてきたから、３０年度もそれで続けていっ

ていただきたいと私も思いますけれども、今言ったような条件というのは数字上ではあら

われてこないところでありますので、その辺の対応はしっかり考えてほしいと思いますの

で、その辺をお伺いしたいと思います。

それから次に、道央工業団地の話で、これも午前中に多比良議員が一般質問で企業誘致

の話もされていましたけれども、今答弁にあったように、土地開発公社の職員と、それか

ら砂川市経済部の商工労働観光課の職員は兼務という形でやっていますので、組織上は別
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組織になりますけれども、人は一緒であると。そういう意味では、情報の共有化を図ると

いうことは、同じ人間ですから十分できるのだろうなと思うのですが、道央工業団地の売

却となると通常の宅地の分譲と違って、企業側にもそこに進出する大きなメリットがなか

ったら難しいと。砂川の側の事情で、例えば家族の方も安心して医療が受けられる病院が

あります。従業員の方がけがをしても大きな病院があるので、安心です。それから、物流

にすれば、スマートインターができたので、札幌や旭川に出ていくのも気軽に出ていけま

すというメリットを強調したとしても、やっぱり砂川は砂川のハンディがあると思ってい

ます。

それは、大きな物流のことを考えれば、やっぱり港や空港に近いところから道外に物を

搬出していくというようなことが一般的には考えられるわけで、あえて内陸の砂川に大き

な工場、倉庫を持つということを考えるのであれば、何らかの特定業種というか、限定し

たものにしていかないと、今は企業もシビアです。進出には二の足を踏むというか、そも

そも生産拠点が海外に移るような時代でもありますので、あえて国内の条件の不利な、条

件の不利というのは砂川の場合は積雪がそんなに少ない地域でもなく、ことしのような大

雪があれば物流も滞ってしまうので、そういうハンディのこともしっかりと説明をしてあ

げないと、いい面だけを説明すると企業が長く持続しないということもあるのですが、や

っぱり信頼関係なので、そういったようなことも話し合いながら多くの企業を回ってこな

いといけない。そのときには、私は公社と商工労働観光課の職員の立ち位置というのは同

じ企業誘致であってもちょっと違うと思うのです。その辺というのが職員は兼務で同じで、

先ほど情報共有できると言いましたけれども、一方で土地はしっかり売らないといけない

という公社の職員であって、片や経済部ですから、ただ単に土地を売って工場を建てても

らう、あるいは設備投資をしてもらうだけでなく、地域経済全体の活性化といったような

ものも考えてもらわないといけない。そういったことの意味合いの違いといったようなも

のを道央工業団地の売却に当たって公社の職員としてはどう考えているのかという意識の

問題なのですけれども、その辺をお伺いしたいと思います。

それから、最後の関係ですけれども、一回市が決めた方針というのは非常に重いもので、

それは十分理解できるのですが、周辺を取り巻く環境が変わってきたのと、あれから１０

年間たってきました。あのときには、私も平成１９年はまだ議員になったばかりでしたけ

れども、全国的にも自治体の財政状況の悪化がクローズアップをされていたり、あるいは

小泉政権のもとで三位一体改革で地方交付税が減らされるとか、それからこの砂川市にお

いても今まで建ててきた建物の起債の償還とか、それからその後の市立病院の建設に当た

っての財政的な諸課題とかがあって、なかなか難しい状況にあったというのは理解してい

ますが、そうはいいながらも、思い切って公社が抱える問題を一気に解決しようというよ

うな取り組みをしている自治体もあったのですが、ただ先ほど副市長が答弁に出てこられ

ましたけれども、今砂川は順調に６，０００万ずつ砂川市に支えてもらいながら、公社の
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ほうもすずらんとあかねの宅地の売却に関しては先が見えるぐらいまでになってきたと。

一方で、残されたのは道央工業団地でありますから、先ほど質疑の中で公社と商工労働観

光課の職員の意識の問題もあるというような話がありましたけれども、ここはじっくり長

い時間をかけていかないと、企業に砂川に来てもらうというのは大変だと思いますので、

道央工業団地の売却の問題というのはすごく時間がかかっていく問題になるのかなと思う

のですが、これが残っているから土地開発公社も残っていくというような答弁もありまし

たけれども、その辺の道筋、戦略といったようなものは何か今具体的なものを考えていら

っしゃるのかどうかということなのですけれども、その３点についてお伺いをしたいと思

います。

〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 初めに、あかね、すずらん両分譲地の今まだ売れていない土地

の対応ということでございます。確かに買い求めやすい土地から売れていくという状況が

ありまして、比べたときに条件が不利なところが残っているような状況というのは確かに

ございます。ただ、両隣は土地が売れているという状況もありますし、あかね分譲地のほ

うにつきましては周りに三方に大きな家が建っていてというような場所もありまして、な

かなかセールスしづらい土地もあることは事実なのでございますが、あかね、すずらんに

つきましてもこれまで売ってきた土地的に優位な土地であるということですとか、すずら

んにつきましては思い切った値段で安く売らせていただいているという状況、あるいはお

問い合わせをいただく中には工務店からのお問い合わせもあるということもありまして、

工務店の方との情報交換をしながら、こういった土地につきましても直接、間接的に興味

を持っていらっしゃる方に対してセールスできるように、担当のほうではそういった努力

もさせていただいているところでございます。何とか全部を売り切れるような努力をして

まいりたいと考えているところでございます。

あと、２点目に、商工労働観光課企業労政係が兼務しているわけでございますが、両方

の立場でそれぞれ営業活動をしておりますけれども、その都度意識を切りかえるというこ

とは余りなく、企業誘致という立場で企業さんと話をするときには砂川市への企業誘致、

企業振興促進条例の中では工業団地に来ていただくとより有利な助成制度があるというこ

とで、なるべくそちらのほうへ誘導しているところでございますが、進出したいという企

業の要望がそこではなかった場合につきましては、それはそれで相談に乗りながらやって

いるというところでございますので、営業活動する中では気持ちの中で立場を切りかえて

いるということではなくて、両方の立場を、その中でどうにか砂川に来てもらいたいとい

う思いの中でやっているということでございます。来たい場所ができれば工業団地、でき

ればあかね、すずらんに住んでいただいてというような、そういったような話をさせてい

ただいているところでございますし、先ほど議員のお話にありましたように、豪雪地帯と

いうこともあります。企業誘致をさせていただいている中では、もちろんそういった話も
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話題の中ではさせていただいております。それ以上に交通の要衝でありますとか、住んで

安心なまちですとかいったことをアピールしながら、不利な部分につきましても隠さずに

そのままお話をさせていただきながら、砂川に興味を持っていただくような、そんな活動

をさせていただいております。

工業団地の戦略につきましても、今ほどお話しさせていただいたように、これまでも工

業団地に興味を持ってくれている企業が数社ございますので、そことの関係は切らさない

ように、何とかその企業に来てもらえるような、そんなことをやりながら、また多比良議

員の一般質問にお答えさせていただいたような、これからは戦略的な企業誘致をする中で

工業団地につきましても、助成制度が工業団地のほうが有利でございますので、そういっ

たこともＰＲさせていただきながら工業団地の売却につなげてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長 飯澤明彦君 武田圭介議員。

〇武田圭介議員 あかね、すずらんのほうは、今も答弁ありましたけれども、だんだん厳

しい状況になってくるというのは担当するほうは一番よくわかるわけですから、その辺も

施工する業者さん、工務店の皆さんと、問い合わせを待つのではなくて、ここを売るので

あれば、どういう形状の建物だったら提案しやすいかなといったところぐらいまでは考え

ておいてあげたほうが今後の販売を考える上ではいいのかなと思いますので、その辺はし

っかりと連携を密にしてほしいなと思います。

再々質疑として最後にお伺いするのは、今道央工業団地の話があって、興味を持ってい

る企業さんもあるというような話があって、そこの糸は切らないようにしようというよう

なお話があったのですけれども、これはやっているかどうかわからないのですが、どうし

たら来てくれるのか。つまり何がネックになっているのか。例えば土地の形状ですとか、

値段とか、あと気候ですとか、そういったようなものというのは今関心を持っている企業

さんもそうですし、今後いろいろと企業誘致活動の中で道央工業団地に誘致をしようとい

う企業を回るときに少しでも関心を持ってくれたり、逆に向こうは関心を持たなくても、

例えばどんなことがあったら来てもらえるのか。助成制度だけの話ではないです。天候、

気候や働く人がこういうところを望んでいるとか、こういう施設が欲しいとか。それはで

きる、できないはわからないです。だけれども、進出しようとする企業が砂川市に何を求

めているのか、それは砂川市という意味合いは行政だけではありません。民間も含めてで

すけれども、どうしたら我々は進出しやすいのだというようなところをちゃんとしっかり

と把握しておくと、それが、市長の言葉をかりれば、今すぐできなくてもどこかの段階で

もしかしたら将来的には実現できることにつながるかもしれない。その結果として企業が

進出してくれるかもしれないので、そういう取り組みというのをやったというのは私は余

り聞いていないものですから、そういう取り組みをしっかりやっていってほしいと思うの

ですけれども、その点についてだけお伺いをして質疑を終えたいと思います。
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〇議長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 現在数件の工業団地に対する興味を持っていただいている企業

との話の中では、１件は以前から企業誘致をしている、物流センターをということでして

いるところにつきましては、企業としての販売店の北海道内への張りつき方の戦略という

のがありまして、苫小牧を物流基地としているのですけれども、そこから道北に向かって

いくときに砂川がちょうど物流基地として土地的にもいいといったことで興味を持ってい

ただいているのですけれども、まだ店舗展開が道北のほうまでいっていないということが

ありまして、今は道央、道南のほうに店舗の張りつけ方が進むようなお話を聞いておりま

す。ただ、今後道東のほうに店舗がどんどん展開していったときには物流基地としてここ

の場所については非常に魅力的だという話をいただいておりますので、そういったところ

で今後の店舗展開をお聞きしながら、そこまで踏み込んだ話はなかなか聞けないのですけ

れども、こちら側としての場所的な優位的な点につきましてはこれからもどんどんアピー

ルしていきたいと考えております。

また、ほかの事業者につきましては、たまたま広い土地があるということで興味を持っ

ていただいているのですが、事業を展開するに当たっての材料の供給にまだめどが立たな

いというようなことで、事業そのものがまだ、砂川に限らず成立するのかどうかという、

そういった状況の中ですが、砂川の工業団地に対して興味を持っていただいているという

ところがありますので、材料の供給体制につきましても相談があった場合にはこちらで橋

渡しなどできる部分についてはやりながら、何とか砂川で事業展開をしていただけるよう

に、そういったところとの関係につきましても切らさないように続けてまいりたいと考え

ているところです。

〇議長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で報告第４号を終わります。

◎日程第５ 報告第５号 事務報告書の提出について

〇議長 飯澤明彦君 日程第５、報告第５号 事務報告書の提出についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 報告第５号 事務報告書の提出についてご報告を申

し上げます。

平成２９年度砂川市事務について、別紙、砂川市事務報告書のとおり、平成２９年４月

から平成３０年３月までの事務執行について、目次に記載のとおり総務部から市立病院ま

で１４８ページにわたり記載しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議を賜ります
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ようお願い申し上げます。

〇議長 飯澤明彦君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で報告第５号を終わります。

◎日程第６ 報告第６号 監査報告

報告第７号 例月出納検査報告

〇議長 飯澤明彦君 日程第６、報告第６号 監査報告及び報告第７号 例月出納検査報

告の２件を一括議題とします。

監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で報告第６号及び第７号を終わります。

◎日程第７ 意見案第１号 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書に

ついて

意見案第２号 ライドシェアの推進に対する慎重な審議を求める意

見書について

意見案第３号 ２０１９年度地方財政の充実・強化を求める意見書

について

意見案第４号 ２０１８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

について

意見案第５号 教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の

実現、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２

への復元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保

・拡充と就学保障に向けた意見書について

〇議長 飯澤明彦君 日程第７、意見案第１号 北海道主要農作物種子条例の制定に関す

る意見書について、意見案第２号 ライドシェアの推進に対する慎重な審議を求める意見

書について、意見案第３号 ２０１９年度地方財政の充実・強化を求める意見書について、

意見案第４号 ２０１８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について、意見案第５

号 教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現、義務教育費国庫負担制度堅
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持・負担率１／２への復元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に

向けた意見書についての５件を一括議題とします。

提案者の説明を求めます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

説明省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、説明を省略します。

これより意見案第１号から第５号に対する一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、意見案第１号から第５号を一括採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 飯澤明彦君 これで日程の全てを終了しました。

平成３０年第２回砂川市議会定例会を閉会します。

ご苦労さまでした。

閉会 午後 ３時４３分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

平成３０年６月１３日
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